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令和６年第１回 

利根町議会定例会会議録 第３号 

 

令和６年３月７日 午前１０時開議 

 

１．出席議員 

１番  山 﨑 敬 子 君  ７番  船 川 京 子 君 

２番  本 谷   孝 君  ８番  井 原 正 光 君 

３番  佐 藤 眞 一 君  ９番  五十嵐 辰 雄 君 

４番  峯 山 典 明 君  １０番  山 﨑 誠一郎 君 

６番  新 井 邦 弘 君  １１番  大 越 勇 一 君 

 

１．欠席議員 

な  し 

 

１．説明のため出席した者の氏名 

町 長  佐々木 喜 章 君 

教 育 長  海老澤   勤 君 

総 務 課 長  大 越 達 也 君 

政 策 企 画 課 長  布 袋 哲 朗 君 

財 政 課 長  蜂 谷 忠 義 君 

防 災 危 機 管 理 課 長  亀 谷 英 一 君 

税 務 課 長  鈴 木   壮 君 

住 民 課 長  永 田 幸 夫 君 

福 祉 課 長  服 部   豊 君 

子 育 て 支 援 課 長  松 永 重 生 君 

保 健 福 祉 セ ン タ ー 所 長  勝 村   健 君 

生 活 環 境 課 長  飯 島   弘 君 

保険年金課長兼国保診療所事務長  松 本 浩 睦 君 

農業政策課長兼農業委員会事務局長  大 越 聖 之 君 

建 設 課 長  大 越 正 博 君 
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指 導 課 係 長  野 田 あゆ美 君 

 

１．職務のため出席した者の氏名 

議 会 事 務 局 長  宮 本 正 裕 

書 記  辰 尾 尚 美 

書 記  齋 藤 リ マ 

 

１．議事日程 

                                         

議 事 日 程 第 ３ 号 

令和６年３月７日（木曜日） 

午前１０時開議 

 日程第１ 一般質問 

 

１．本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問 

                                         

午前１０時００分開議 

○議長（大越勇一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので，本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，タブレットに掲載のとおりです。 

 日程に入る前に，一般質問についての確認事項を申し上げます。執行部には反問権を付

与しております。議員の質問に疑問があるときは，反問する旨宣告し，議長の許可を得て

反問してください。 

 次に，議員に申し上げます。会議規則第61条第１項の規定により，一般質問は町の一般

事務についてただすものです。したがって，町の一般事務に関係のないものは認められま

せん。また，町長のプライベートな内容を聞く場でもありません。通告に従い，十分にこ

れらのルールを遵守するよう申し上げます。 

 それでは議事日程に入ります。 

                                         

○議長（大越勇一君） 日程第１，一般質問を行います。 

 通告順に質問を許します。 

 ５番通告，２番本谷 孝議員。 

〔２番本谷 孝君登壇〕 



- 111 - 

 

○２番（本谷 孝君） おはようございます。５番通告，２番本谷 孝でございます。 

 初めに，新年早々に発生しました能登半島，悲しい今回の事態になる大災害，これは他

人事ではないと思っております。当事者である皆さん，お亡くなりになった皆さん，被災

されている皆さん，心から御冥福と御見舞いの言葉を述べさせていただきます。それから，

復興に向けて，ボランティアの皆さん，消防，警察，自衛隊の皆さん，その他いろいろな

形で支援されている皆さん，心から敬意を表します。長引く避難生活でございますが，ど

うか避難者の皆さん，あしたは明るい日が来ると思って何とか乗り切ってください。私た

ち利根町議員も，皆さんの一日も早い復興を心からお祈りしております。 

 それでは一般質問のほうに移らせていただきます。 

 質問の一つ目からいきます。旧布川小学校跡地売却処分案について。 

 （１）みんなのまち基本条例第４章第13条に「町は，公正で開かれた町政を推進するた

め，町の保有する情報について，適切な情報公開及び情報提供を行うことにより，情報の

共有化を図ります」とあります。この条文は，町民への理解を得るための基礎的な意味合

いがあると考えます。それなのに，事前に，町民に対して売却の必要性についての説明を

行わず，仮契約という流れになったのはなぜでしょうか。 

 以降は自席にて一般質問いたします。 

○議長（大越勇一君） 本谷 孝議員の質問に対する答弁を求めます。 

 佐々木町長。 

〔町長佐々木喜章君登壇〕 

○町長（佐々木喜章君） それでは，本谷議員の質問にお答えをいたします。 

 まず，みんなのまち基本条例第13条（情報の共有）の逐条解説において，町と町民の協

働によるまちづくりにおいては，町民の主体的な参加が重要であり，その参加の前提とな

るのは，町と町民が情報を共有することで，この条例の「基本理念」にも基本事項として

掲げられており，町は，町民に対し，町政の情報を知る権利を保障し，適切な情報公開及

び情報提供により，情報の共有化を図ることを定めております。 

 なお，町と町民の協働事業は，みんなのまち基本条例第21条（協働の推進）の逐条解説

において，人口減少や少子高齢化，高度情報化の進展等，本町を取り巻く社会環境は目ま

ぐるしく変化し，それらに起因する多種多様な地域課題の解決のためのまちづくりが求め

られており，様々な地域課題に対し，行政の力だけで解決を図ることは困難であり，町民，

議会及び行政が共に一体となってまちづくりに取り組む必要があることから，町民，議会

及び行政がそれぞれに果たす役割があり，対等な立場で協力することにより，協働による

まちづくりが推進され，ひいては町の発展に寄与するものと考えていることから，町民及

び町が協働してまちづくりに取り組むことを定めております。 

 まず，タイケン学園の誘致の経緯については，学校跡地利活用の検討のため，平成22年

６月に議員，地元及び近隣地区の区長の皆様，商工会，農業協同組合，町内各種団体や住
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民の代表の方々などで組織する利根町土地利活用推進協議会を立ち上げ，協議を行い，タ

イケン学園から提案のあった４年制大学の誘致の承認をいただき，誘致を進めることにな

り，平成23年第１回臨時会に上程したものでございます。臨時会では，議会提出議案第１

号 学校法人タイケン学園が開学する４年制大学誘致決議，議案第４号，旧利根中学校及

び旧布川小学校の施設を売却する「財産の処分について」，議案第５号，旧利根中学校及

び旧布川小学校の施設が建っている用地と旧利根中学校第２グラウンドの用地を貸し付け

る「財産の貸付けについて」を議題として審議がなされ，全て全員賛成で承認されており

ます。 

 なお，誘致を進める中で，町は，タイケン学園において，財務状況により用地の購入は

困難であることから，用地は貸付けとしたものでございます。 

 このような経緯で，平成23年から，タイケン学園には４年制大学の開学をしていただい

ており，今般，旧布川小学校の施設が建っている用地購入の資金確保ができたとの申出が

あり，先日，議員の皆様に御説明いたしましたとおり，町では土地売却をすることといた

しました。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） 今，これまで，私も含みです，お恥ずかしながら，町民参加がや

っと最近できたというレベルです。正直，毎日本当，早朝から深夜までの激務といいます

か，それで長年，三十数年一生懸命働いてきた関係がありまして，実際そういった流れを

町民の皆さん知らなかったんですね。知らないので，やっぱりびっくりしてしまったとい

うか，そういったこともあります。 

 あと気になったのは，私，この最後の２行にあるのですけれども，この今回の仮契約に

なった流れですね。仮契約になっていますよね。今回の旧布川小跡地の一部売却につきま

しての仮契約になっていると思うんですけれども，その辺のところを，町民に対してやっ

ぱり，先ほど町長おっしゃっているとおりで，町民も議会も行政もということでみんなで

私たちの町をよくしていこう，私たちの町を守っていこうという，そういった意味合いが

非常に強い，これは重いですね。重たい，そのみんなのまち基本条例だと思っていますし，

みんなのまち基本条例の説明会に参加させていただいたときに，一般町民として参加しま

したけれども，これはいわゆる利根町の中の憲法だと，国の憲法に当たるような位置づけ

で，利根町の中のいろいろな決まりの中の憲法に値するみんなのまち基本条例だと，そう

いうふうに説明をされていました。なるほどなと。これからはもう，役場何とかしてくれ，

行政何とかしてくれ，そうではなくて，町民が積極的にまちづくり，まちをよくしていく

ために加わっていくと，そういう条例なのだなあというふうに理解しまして，これは町民

の責任も非常に重くなるのだなというような受止めをされている町民の方も数名いらっし

ゃいました。 

 ということなので，いわゆる町長おっしゃるとおりで，共有していくんですね。町民と
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共有していく。いろいろなことを決める際に，共有していく。それを怠ってしまうと，い

ろいろな誤解が生まれてしまうのではないかと。佐々木町長に期待していることは本当，

皆さんありますので，私も含みでありますので，ここはきちっと町民に説明をしながら，

丁寧に，発信しているからいいではなくて，受け取る側がちゃんと分かるように，御年配

の方は知りたい人もいますけれども，なかなかインターネットを見たり，目が見えなくな

っている人もいますから，なかなか見れない人もいます。それを，非常に行政側の苦労も

本当分かりますし，どうやったら町民に伝わるのかという，これ本当，課題だと思うんで

すね。発信しているからいいよではないんですね。これからはもう，受け取る側がきちっ

となるほどなとなるためには，場合によっては，行政の皆さんは大変ですけれども，出向

いて，そういった，実はこれこれこういうことを町でやろうと思っているのだけれども，

どうだろうかという，その対面するというのもこれからは必要になってくると思っており

ますので，仮契約になってしまっていますけれども，私もびっくりしたうちの一人で，そ

の辺をちょっと心配しております。 

 その辺はいかがですか。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） 平成23年第１回臨時会，この中には議員，五十嵐議員１人しか

残っていないですけれども，そのとき議員のほうから議員全員で決議文が出され，全会一

致で可決したと。４年制大学を開学する条件の中に，建物・土地は法人所有でなければい

けないと，詳しいことは財政課長から説明させますが，ならないということがありまして，

ただし書の中で，30年以上賃貸借，それも地方公共団体の土地でなければならない。その

間にそういうことがあって，賃貸借契約。タイケン学園の財政状況もその当時ありました

ので，その当時の会議録を私読み直して，そういうことが書いてありますので，私の前職

の方が誘致したんです，タイケン学園。そして，そのことを引き継いでやってきたという

経緯がございますので，本谷議員は財政課に来て，よく話を聞いておられますよね。その

ことを町民の方に教えて，正しく伝えてあげれば，私は伝わるのではないか，そういうふ

うに感じます。だって，いろいろな課歩いて，いろいろな問題を課長連中と話し合って聞

いているわけですから，そういうことを町民の方に伝えていただければと思っています。 

 我々は，ＳＮＳ，広報，あと町政懇談会，町民が情報を得るために，いろいろな情報を

自分から取りに来られる施策も実行しておりますし，いろいろなものの出前講座もやって

いますし，そういうところに，本当に本谷議員おっしゃるとおり，町民の方が参加してい

ただければ，私はもっともっと情報を共有できるのではないかと，そういうふうに思って

います。この経緯については，財政課長に答弁させます。 

○議長（大越勇一君） 蜂谷財政課長。 

○財政課長（蜂谷忠義君） 先ほどの町長からの答弁の中にございましたとおり，このタ

イケン学園につきましては，平成22年６月に利根町土地利活用推進協議会を立ち上げ，こ
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のタイケン学園から提案のあった４年制大学の誘致を承認いただき，平成23年第１回臨時

会で承認を，全員一致で承認されたものでございます。その後の流れなのですが，今言っ

たとおり，タイケン学園において財務状況なんかにより用地については困難であることか

ら，貸付けとなってございます。 

 それでは先ほど町長が言いました，この学校を運営するに当たりましては，学校法人の

寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準がございまして，建物については，

学校側で所有すること。ただし，土地につきましては，原則としては所有者，学園側が自

己所有するのが原則となっております。ただ，そのただし書の中に，申請者名，開設以降

20年以上にわたり使用できる保証がある土地で，かつ地方公共団体の所有する土地で，申

請時までに貸付けについての議会の議決等がなされているもの，この場合については，借

上げでも運営ができるものとなってございます。 

 それで，そういう流れで，学校が平成23年以降，学校の運営がなされてきておりまして，

今回，大学側から今後この利根町に根づいて大学運営していくため，財政の基盤状況とい

うか，資産の形成を成しながらずっとやっていきたいということで，令和２年８月，この

今，借り上げている土地について払下げを資金ができたのでやりたいということで，町に

申請が出されました。令和３年６月から８月，こちらはそれを受けて，町で不動産鑑定し，

予算化して，実施してございます。 

 そして，昨年というか，２年前ですか，令和４年12月には旧利根中学校の校舎の建って

いる部分，グラウンド部分は，あくまであそこはずっと町有地として町のほうで学園に無

償で貸与し，部活動や様々な授業を行うようにしてございます。それで前回も，利根中学

校の校地部分については，全会一致で売却をすることになっております。 

 そして，令和５年４月に改めてタイケン学園より旧布川小学校の校地部分，皆さんグラ

ウンドゴルフをやったり，防災設備が残っている部分は，そこもあくまで町の町有地とし

て今後，活用していくことになっているので，校舎が建っている部分のみ土地の購入をし

たいということでお話がありました。 

 そして，その後，タイケン学園により土地の測量をしていただき，売却土地を確定し，

校内での議会説明会で説明後，仮契約を締結しております。仮契約はあくまでこれで契約

が整うということではなくて，これにつきましては今回，議会の承認をいただいて，初め

て契約がなされるものとなってございます。 

 流れについては以上でございます。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） 要は，建物ですね。建物が建っている部分をタイケン学園に売却

してあり，面倒を見てもらっているという言い方もあると思いますね。私たちが，町がそ

れを維持していくよりは，タイケン学園に買い取ってもらえてありがたいということもあ

ると思いますし，実際グラウンドですか，今，サッカーをやっているあの場所と，あと裏
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側，フレッシュタウン側の今，野球部が練習している場所，こちらは町有地として残すと

いうことで残っていると，今現在ですね。 

 そこは，賃料なんかはどのぐらい入っているのでしょうかね。答えられない場合は大丈

夫です。すぐ分からない場合はいいですけれども。グラウンド部分です。後ほどでも大丈

夫です。 

○議長（大越勇一君） 蜂谷財政課長。 

○財政課長（蜂谷忠義君） 一応，旧利根中学校のグラウンド部分なのですが，賃料は年

額430万7,188円となってございます。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） いろいろな諸事情もよく分かりますが，私たちやっぱり，私の基

本的な考え方が，いつも防衛といいますかね，自衛。自分で自分たちのものを守っていく

というか，自分の身の回りのことも自分で守らなくてはいけない。町のことも，今こうい

った場におりますので，町を守らなくてはいけない。行政の皆さんとか町長をはじめ，町

民の皆さんと一緒に守らなくてはいけないとなると，ちょっと心配していることがあるの

です。 

 というのは，皆さんいろいろお調べになっている方も多いと思うんですけれども，タイ

ケン学園をめぐる諸問題というのが，全国何か所かでいろいろトラブルが発生していまし

て，佐々木町長のせいでも誰でもないですよ。行政の皆さんのせいでも誰でもないんです。

かなりこのタイケン学園というところはやり手といいますか，私も営業畑でずっとやって

きたのですけれども，かなり交渉力があるかなと。物すごい交渉力で，どんどんどんどん

無償でよこせとか，貸せとか，そういったところのやり取りが意外と出てくるんですね。

岩手県陸前高田市，あとそれから千葉県長南町とか，あと最近，2000年代に入ってからで

すと，そういったところプラス栃木県さくら市，ここはさくら市のほうで拒否しました。

無償でよこせとか，貸せとかいうやつを，さくら市のほうでは受け入れなかったんですね。

というのもあります。 

 利根のほうは，昔のそういった古いときからの流れはあるのでしょうけれども，今は今

なので，一度相手に渡ってしまうと，今度，その後どうなるのかなというのが非常に心配

でございまして，今回，太陽光の件では本当にもう懲りています。要は何を言いたいかと

いいますと，土地の売買ですね。転売という言い方なんですけれども，転売された挙げ句，

渡ってはいけない場所へ渡ってしまう。つまり，私たち利根町が持っておれば，変なとこ

ろ，言い方は変ですけれども，今回，この後触れますけれども，悪質な業者，非常識な業

者，町にも断りなく，町民にも断りなくやるような，そういう業者に万が一渡ってしまっ

たときにというのを危惧しています。 

 いろいろなお立場もあるし，いろいろな諸事情もあるのでしょう。ですから，そういっ

たところも分からないではないのですが，やっぱり自前で持てるものは持ってというのを
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ぎりぎりまでやればいいなというふうに思っておりますし，そういうふうに感じている町

民の方の御意見が，かなりの数から私，伺っておりましたので，ちょっとこういう形にな

っております。その辺お願いします。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） その件に関しては，知らないというのはやっぱりあれなのです

が，本谷議員はその辺も，財政課長これ聞いていないですか。よく来て聞いているから，

聞いてると思うのですが，その辺は前任者がきちっと，遠山町長ですか，やっていただい

たので，転売するときは町が買い戻すという契約になっています。 

○議長（大越勇一君） 蜂谷財政課長。 

○財政課長（蜂谷忠義君） では，付け加えます。 

 今回，契約書におきまして，第11条譲渡等の禁止等という項目を設けてございます。こ

のタイケン学園は，本件財産の所有権を第三者に移転し，また貸し付けてはならない。そ

して，タイケン学園は，指定用途に反しない範囲において，真にやむを得ない事由により

先ほど言った前項の行為を行う必要があるときは，事前に事由を記載した書面を利根町に

提出し，利根町の書面をもって，その承認を受けなければならない。そして，今言った前

項の書面提出があった場合は，タイケン学園と利根町は速やかに事務の対応等を協議する

ものとする。そして，タイケン学園は，前２項の承認を受けて，本件財産を第三者に移転

し，または貸付けを行う場合，第９条に規定する事項をその第三者に対して承継させなけ

ればならないということで，そういった転売とかいろいろやるにするに当たっても，基本，

この今やっている大学運営，学校運営以外にはやってはいけないという禁止条項もこの契

約書の中でうたってありますので，そのようなことがあった場合は訴訟とかそういうこと

になってくるとは思うのですが，そこはお互いちゃんと書面で約束は交わしてございます。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） それでは，実際，転売のことを心配していたのですけれども，こ

れは契約書の中にきちっと，はっきり盛り込まれているようなのですけれども，そういう

悪い例，タイケン学園はそこまでは悪くないとは思うのですが，不動産の専門家のほうか

らいろいろアドバイスいただいたことがありまして，契約書の中に，第１優先権，利根町

がいわゆる最初の，あるいはそういった土地を一旦タイケン学園が購入してその後売却す

るというような動きがあったときに，必ず利根町に一言相談し，利根町に一番最初に第１

優先権があるということでよろしいでしょうかね。そこは，そのように取ってよろしいで

しょうか。 

○議長（大越勇一君） 蜂谷財政課長。 

○財政課長（蜂谷忠義君） 私の認識といたしましては，一番いいのは，ここに学園，タ

イケン学園ではなくても，引き続き学校運営がされるのが一番いいということで，この今

言った第11条があるものと思います。それも駄目な場合は，そこはちゃんと協議は，一番
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最初に町と学園側でやるので，その中で一番いい，問題ないやり方に落ち着くのではない

かと考えます。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） そこは本当押さえどころで，もともとこの旧布川小にしても，旧

利根中学校にしても，地権者の方が学校だったらいいねということで土地を町に提供して

いるというのを大先輩方から伺っていますので，その辺はきちっと押さえておかないと非

常に心配だなと。 

 あともう一つ気になっているのが，これは数名の方からいろいろ言われていることがあ

りまして，今，下のグラウンドですね，野球部が練習しているグラウンドですね。あちら

は町が貸している形だと思うんですけれども，何年か前に，地域の皆さんが非常に桜の時

期を楽しみにしていた桜の木が何本もあって季節になるともうすごくきれいでいたところ

が切られちゃったんだと，黙って切られちゃったんだというんですね。私，先日見てきた

ら，ビッグモーターではあるまいし，ばっさり切られちゃっていまして，要は公的な町民

の財産，町の財産なのにばっさり切られちゃっているのですよ。それは皆さんの了解の上

というか，どうなのでしょうか。勝手にやれちゃったのですか。それとも，こちらから切

ってくれと言ったのですか，どうなんですか。その辺お願いします。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） その問題につきましては，石井町議が質問ありましてお答えし

ておりますが，厳重注意をタイケン学園にいたしまして，ウェルネス大学，そして何か木

を植えたという報告は受けています。小さい苗木だと思うのですが。切っちゃったという

ことで，町では厳重注意いたしました。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） ということは，当時は町に許可をなく切られてしまったというこ

とですよね。そしたら，やっぱりちょっと先ほど言ったような，そのビッグモーターでは

あるまいし，ちゃんと借りている土地ですから，一言きちっとそこはやってからでないと

おかしいと思いますからということです。なので，町民の方も少しそういったことをやっ

てくる学園ではないのかなというような不信感，これを抱いている方が少なからずいらっ

しゃるというので，大分私も生の声も伺いました。ということです。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員に申し上げます。ただいまの質問は通告外ですので，注

意して質問してください。伐採に関してのことです。 

○２番（本谷 孝君） 私は今，言いたいのは，伐採のことというよりも，そういった地

域の皆さんがその学園に対しての見方を，それを一つの例として，そういうふうに見てい

るということを言いたいところでございます。 

 その他もろもろございますが，今のでいきますと，これ２番目，それから３番目も多少

関わってはきますけれども，相手がかなり上手なので，土地を少しずつ切り売りされてし
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まうのではないのかなという心配もあるのですけれども，残っている部分は，またお金が

できたので売ってくださいというふうになる可能性を危惧しておるのですが，先ほどの話

ですと，そこはないと。今後，避難所にもしなくてはいけない。あるいは，防災上，本当

に大切な拠点になりますし，利根町でいえば１等地ですから，高台ですし。その辺は，今

後はもう売らないということで，その辺は大丈夫でしょうかね。 

○議長（大越勇一君） 蜂谷財政課長。 

○財政課長（蜂谷忠義君） 先ほども私，言いましたが，利根中学校の県道沿いのグラウ

ンド部分と，布川小学校の神社側の部分については，引き続きそこは町有地としての活用

で，町のほうは方針が固まっております。そちらについては，売ることは考えておりませ

ん。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） ２番目にいきます。悪質太陽光発電乱開発問題について。 

 （１）約４年前，令和元年７月から８月にかけて，地権者及び役場当局に無断で，５条

森林の伐採と町道の掘削が行われ，原状復旧されていない状態のまま年月が経過している

が，当時，業者には原状復旧させる指導はしたのか。また，この件について問題意識はあ

るのか伺います。見解をお願いします。 

○議長（大越勇一君） 大越農業政策課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（大越聖之君） 約４年前，令和元年７月に無断で

所有地の伐採が行われているとの通報を受け，現地を確認し，森林法の伐採及び伐採後の

造林の届出書が提出されていなかったため，中止を指示し，その後，届出書の提出につい

て何度も要請を行い，提出いただいております。令和５年２月に伐採届が提出された場所

を越境して無断伐採及び掘削された私道については，伐採届が提出されるまで，引き続き

工事の中止を指導してまいります。 

 問題意識ということでございますが，無断伐採そのものにつきましては業者によって行

われていることから，町に責任があるとは考えておりません。今回の地権者に無断で伐採

された一つの原因といたしましては，山林の管理意識の低下や，不在地主や相続等で山林

の所有や場所が分からない所有者の増加，森林資源の過小利用が進み，適切な管理が行わ

れない山林が増加し，第一義的に山林管理の責任を負う山林所有者による監視が難しくな

っていることもあろうかと思います。町といたしましては，昨年４月に森林法が改正され，

伐採造林をするときの要件が厳格化されましたので，それに基づき伐採届を受理し，監視

機能の強化に努めていきたいと考えております。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） 一番悪いのは，その悪質な業者です。農業政策課が悪いというの

ではないのです。一番悪いのは，悪質な業者です。そういった勝手にやる，町のほうにも

許可も取らずに，町にも言わずに勝手にやったというのが，最初の取っかかりと。今の業
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者とまた違う業者ですから。そういった，思い出しても，我々，本当苦しいんですね。地

主の皆さんも苦しい。それから，町の大切な町道を崩しているわけですから，掘削してい

るわけですから，目撃者と，あと当時，現地で地元の御年配の方が止めに入っているわけ

です。ここは私たちの土地なので，ここはやめてね。でも，上から言われているのでと，

バリバリバリっとやっていくわけです。これは彼らの手口であって，どこでもやっている

ようなふうが，もうはっきりしているわけですね。ですから，全国でやっているわけです。 

 それをぜひ一緒に，これは戦いですから，きちっとそこを，今回，飯島生活環境課長が

素早く，町長のほうからも素早く条例，今度，太陽光に関する条例ですね，これやってい

ただいて，本当その辺はスピーディーで助かっていますけれども，やっぱりほかの自治体

と比べると遅れているんですね。よそは早めにやっていましたので，これからきちっとや

るのが一つ。 

 それから，先ほどの森林だったり，畑の管理ですけれども，おっしゃるとおりなんです

けれども，なかなか難しい現状もあります。ですから，そこはどうやって，これからまち

づくり，利根町を魅力的にしていくかというのは一つの課題で，一緒にやっていきましょ

うというか，各課の皆さんも協力していただいて，よく利根町をしていくためなので，そ

こはやっていきたいなと思います。 

 ある地権者の方からお手紙だけ頂いているので，それだけちょっと読み上げさせてくだ

さい。 

 立木台で，違法な太陽光発電施設の設置がなされております。森林法５条による届出の

偽装が明らかになってきました。令和元年７月から８月にかけて，サゲハシ工業が役場及

び地権者に無断で伐採を始め，地権者の反対，行政への森林法５条の伐採届違反で停止命

令が出され，それにもかかわらず，かなりの場所が伐採されました。工事は一旦停止され

ました。しかし，令和３年４月に今度は別の業者により森林法５条の伐採届を偽装して出

され，太陽光発電施設の一部は稼働してしまいました。 

 地元地権者は，行政担当，何度も相談し，多くの地権者は無断で伐採届が出されること

すら知らない人がいます。偽装伐採届が出されていると農政課に訴えるが，農政課は伐採

届が出された地権者に自ら聞き取り調査もせず，１年が経過してしまいました。しかし，

今やっと聞き取り調査をしていただき，６名中４名から全く伐採届は委任していないとの

回答を得ました。業者のほうは，役場当局も何度も回答を求めておりますというお話でし

た。何度も求めておりますということでした。ところが，その業者のほうは，12月20日を

期限として回答を役場側で求めているにもかかわらず，何度も何度もそれをやってもなか

なか回答が来ないと，そういうことでございました。 

 これは，いわゆる地権者は，間違いなく判こも押していないし，許可もしていないわけ

ですから，これはもうはっきりしたわけですから，６名中４名がそういうふうにはっきり

したわけですから，業者のほうは幾ら催促しても返事をしないわけですから，いわゆる逃
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げているわけですから，これはやっぱり，こういう偽装届けを出してまで，業者はこの利

根町の，それから利根町全体を，言い方は変ですけれども，甘く見て，完全にやりたい放

題やられてしまっているというのが現状です。町民を守るのが行政の大きな役割ではない

かと思います。利根町として業者に毅然とした姿勢を示し，すぐにあらゆる手段を使って

対応していただきたいと切望しておりますと，こういうお手紙でございます。 

 その辺，町長いかがでしょうか。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） あくまでも民民です，この件は。自分の土地を業者に売り買い

した。それが伐採云々と言っていますけれども，やっぱりこれは，私が思うに告発したほ

うがいいんじゃないですか，警察に。告発して，それを警察が受け入れてもらって，町は，

犯人探しではないけれども，そういうことまではできないので，ある程度できることは何

でもしますけれども，法を犯してまでというか，法以上のことはできないので，警察とも

町は話はするし，業者にも要請はするよう指示はしています。あとは，地主が警察に告発

して解決の道を持っていくというのが，私は普通の考え方かな。 

 町の住民を守るのは町の行政の仕事，それもあります。ただ，法以上のことはできない

というのが我々の考え方で，業者と町が裁判しても，私は勝てないのではないかなと，書

類がしっかり出ている以上，県が許可を出していろいろな段取りを踏んでそこまで行った

というふうには私は聞いていますけれども，本谷議員がおっしゃるとおり，それが本当な

らば，町はできる範囲ではお手伝いしますけれども，あとは告発して，警察に動いてもら

っていただいて解決してもらう以外，解決の糸口が出てこないのではないかなと。 

 あと，自分の財産である土地は，やっぱり自分たちが守っていかなければならないとい

うのは前提にありますので，我々も行政も書類が出ているところは見に行くでしょうけれ

ども，出ていないところは行かないというのが普通ですので，協力しながらやっていくと

いう考え方はいいことだと思いますが，できる範囲で，町はお手伝いはいたします。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） できる範囲は，やっぱりできる範囲なんですけれども，町も被害

者だという，この意識は持っていただきたい。ここに，偽造された，いわゆる情報公開で

取り寄せた資料ございますが，偽造されているんですね，ちゃんと地主の方がそういった

ものを許可した覚えないという，はっきり申し上げた人が４人もいらっしゃるわけです。

あと，亡くなった方もいらっしゃいます。あと，施設に入っている方もいらっしゃいます

し，その流れがいろいろありましてこれがありますので，町長がおっしゃっているところ

とちょっと違うところもいろいろあるのですけれども，やっぱり一緒になってやるという

のが大事。 

 それから，私たちは相談しています，実は。警察のほうと，きちっと相談をしています。

今回，農業政策課もそうですけれども，町全体，あるいは町役場全体でも非常にこれは大
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切な問題だということで，環境の条例から始まり，こういった設置の条例もつくっていた

だいていますけれども，実際，地主は毎日苦しいんです。苦しんでいるんです。それで，

動いてはいますので，そのできる範囲というのを本当に前向きに，一緒に戦っていくのだ

というところも町長一言欲しいので，よろしくお願います。いかがですか。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） 私は一緒になって戦うという言い方はしておりません。 

 できる範囲内ではお手伝いすると。犯人探しは，行政はできないですからね。犯人，偽

造されたというのを見せていただいても，その手続が，県なり町なりに書類が上がってき

たときに，県なり町なりが間違っていたのかというのは，やっぱりどこで判断するかとい

うのは，司法が結果を出してくるのではないかなと。我々もいろいろな面で裁判やるとき

ありますけれども，裁判で決着つけるとか，そういう方向に行くしかないのかなと思って

おります。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） 私たちの受止めも，やれる範囲というのはあるのでしょうけれど

も，やっぱり町も被害者だというところは思います。これ，やらなくていい余計な仕事が

農政課で発生しまっていますし，私たちもこの，もう長い期間，毎日苦しいんです，本当

に。時間，曜日関係なくやり取りもやっていますし，業者のほうにも正直，連絡を入れて

も入れても返ってこないんですね，そういう流れもありますから，それをさんざん経験し

てきていますので，ここは責任のなすりつけはするつもりもありません。一緒に，同時に

ではなくて，私たちは私たちで，その被害者の皆さんのほうで，今，町長がおっしゃると

ころはやっていますので。ちょっとその辺は本当に前向きに，戦いという言い方ではなく

て結構です。前向きに町をよくしていくと，町民が困っているわけなので，そこはという

ことで，ここは終わらせたいと思います。 

 次の質問行きます。利根小学校スクールバス，通学バスですね，これの交通事故を受け

ての安全対策について。 

 昨年12月21日の通学時に発生した利根小学校スクールバスと軽自動車の交通事故は，一

歩間違えると取り返しのつかない事態となる極めて危険な重大事故であり，２次的な事故

が発生する可能性を含む事故後対応について，複数の保護者や町民から指摘されました。 

 大切な子供たちの安心と安全は，私たち大人が守らなければなりません。再発防止策と，

万が一交通事故が発生したときの対応が重要となりますが，今回の事故を教訓として，今

後，保護者が安心して子供たちを登下校できるようにするための対策はいかがなものでし

ょうか。答弁お願いします。 

○議長（大越勇一君） 海老澤教育長。 

○教育長（海老澤 勤君） 昨年12月21日に発生いたしました利根小学校スクールバスと

軽自動車の交通事故につきましては，令和６年１月５日，スクールバス運行事業者４者及
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び町教育委員会におきまして，再発防止にかかる意見交換会を開催いたしました。その中

で，今回発生しました事故発生後の対応において，バスを運転していた運転士自身の判断

により，運行業務委託契約締結時に確認していた対応とは異なる行動を取ってしまった点

につきまして，町教育委員会が作成した，より具体的な対応方針を定めた事故発生時対応

マニュアルに沿った対応を徹底するよう，全てのバス運行事業者４社に通達したところで

ございます。 

 バス運行事業者からは，スクールバス運行中の視界不良時には遮光性のあるサンバイザ

ーやサングラス等を装着して対応すること。事故発生時対応マニュアルを全てのバスの車

内に常備する点に加え，全ての運転士に対して，健康管理はもちろんのこと，マニュアル

に沿った対応の徹底と，交差点や危険箇所における安全確認の徹底について再教育を行い，

再発防止に向けた対策を講じる旨の報告を受けております。また，冬休み明けの学校再開

時に，運転士から児童に対してシートベルト着用の声かけを行っているかどうか。また，

児童が正しく乗車しているか，できているかどうかなどについて，全てのバスに教育委員

会職員が添乗し，乗車指導を行いました。 

 今回，発生した事故につきまして，関係保護者の皆様をはじめとした町民の皆様には御

心配，御迷惑をおかけしました。改めておわび申し上げますとともに，今後につきまして

も，児童と保護者の皆様が安心して登下校していただけるよう，関係各所との連携を密に

して事故の再発防止に努めてまいります。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） 私も，学校教育課長の中村課長からもこの間，議員向けの説明会

のときになりましたけれども，本谷さん来ていましたよねということで，体育館の入り口

でそっと様子を見ていました，臨時保護者会ですね。海老澤教育長の御挨拶から始まり，

そのときの業者ですね，泉観光ですかね。そういったところのやり取りも，いろいろ見て

いました。 

 教育長，これ残念ながらといいますか，私，すみません，毎日毎日長距離通勤をしてい

る職場にいたんですね。朝から晩まで，車でその次の場所に行く移動の時間を本当に気に

する職場にいたんです。大勢トラックだとか乗用車を運転するものですから，事故が多発

している職場にいたんです。ちょっとぶつけた，ちょっとこすったの，ほんの数ミリの傷

も報告するような職場にいたんです。ちょっとした些細なことでも，かもしれない，だろ

う運転ではなくて，かもしれない運転，いわゆる防衛運転，この防衛運転というのは本当

に口酸っぱく，毎日毎日，毎日毎日なんです。ドライブレコーダー，あれを事故が起きた

翌日は，全職員に見せられるんです。朝はアルコールチェック，前の日飲み過ぎてしまっ

ている方がちょっとでもアルコールに出た場合は，その場でもう今日は勤務禁止と。ここ

まで飲酒運転で運転したのかということで，思いっ切り説教をされるような職場だったん

です。 
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 ですから，一事が万事で，一つの事故を，これを起こしたくて起こす人はいません。そ

の業者のほうを責めるとかそういうのももちろんないですし，教育長だとか教育委員会が

悪いとか，そういうのも一言も，１ミリたりとも思っていません。やっぱり，子供たちの

安全を守るには，本当に些細なところ，バスの乗り降りからバスの置き去り，これから本

当置き去り非常に心配ですけれども，この一つのこれを教訓にして，通学だけではないん

ですよね。いろいろな場面で，子供たちを安心安全というのを守るというところを，本当

にこれ，ただ指示しました，指導しました，マニュアルに書いてありますではなくて，些

細なことで結構なので，そういうところを何か今日なかったかと，何か気になることなか

ったかと。例えば，バス停に行くときに，道路を横切って危ない思いをしたお子さんがい

らっしゃる。そういったのを，地域の方見ています。そのときに，それはバスの前を通過

したの，後ろを通過したの，何で走って危ない道路を横切っちゃったのとよく細かく見て

いって，子供にあれやれ，これやれと言っても，子供はああ間に合わなくなっちゃう急が

なくちゃいけないとか，あるいはバスの中でいざこざといいますか，子供同士ですからい

ろいろあるというのも耳に入ってきますけれども，そういった一つの事例を教訓として，

ほかに何かに発展するところを，アンテナを張るといいますか，そういったところへの配

慮といいますか，その辺は広げて考えていかなくてはいけないかなと思っています。 

 本当に，この事故後対応ですよね。事故後対応を，そういった一般の方が学校に送り迎

えやってしまったとかいうふうにしてしまうと，そこで２次の事故が発生してしまうじゃ

ないですか。発生する可能性があるじゃないですか。そこは，保護者の方も地域の方も心

配ですから，子供たちを学校に送るという行動はしてしまうと思うんですけれども，そこ

はそのときの運転手なり，そこの今，４業者ですかね，４社入っていますけれども，その

４社のところでその辺を日々，今日はどうだったかと，今日は大丈夫だったかというぐら

いのやってもらいたいなという思いはあります。業者任せというよりは，定期的にその業

者に，今日は何か気づいたことなかったのかというのを徹底してもらうぐらいの，慎重に，

ここは命に関わることですから。 

 その辺，お考えいかがですかね。 

○議長（大越勇一君） 海老澤教育長。 

○教育長（海老澤 勤君） 本谷議員おっしゃいますように，一番貴いのはやはり人の命

でございます。誰もがそう思っていると思います。ハインリッヒの法則というのは御存じ

だと思うのですが，ヒヤリハットが重なって，33のヒヤリハットがあると，重大事故の発

生のつながっていると。ＪＡＬの飛行機事故などが，そのいい例だと思います。 

 地域の皆様の登下校のボランティア，見守りですね，そういった方々から子供たちの様

子について，学校や教育委員会に御指摘をいただく場面がございます。あるいは，日々の

触れ合いの中で，教職員，担任のほうに誰ちゃんがこんなことをバスの中でやったよとい

うバス乗車，あるいは登下校の様子で，ヒヤリハットの場面があるような場面があると思
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います。 

 学校，あるいは教育委員会，バス会社，さらにはそれぞれの家庭と役割がございます。

先ほど幾つか挙げましたけれども，もう一度，教育委員会，バス会社，学校の役割を見直

して，今回の交通事故の原因の究明，通学路の，そのほかにも潜在的な通学路の危険箇所

の再度の洗い出し，これは毎年，通学路点検プログラムを町教育委員会，警察，道路管理

者，建設課等々で，今回，統合小学校学区というものが町全体になりましたので，バス停

を含めて行ってきております。 

 バス会社のほうは，議員おっしゃいますように，運転手の勤務前の健康管理，アルコー

ルチェック，これ当然だと思います。さらにはバスの車体点検，あるいは今度入りました，

降車確認機器ですね。降りないでバスに残ってしまう子供がいないように，これバス13台

に入りました。そういったものも確認，運転士はするようになりますので。さらに学校の

ほうも交通安全に関しては授業の中で，あるいはそのほかで，朝の会，帰りの会も含めて，

安全指導の徹底を行っていきたいと考えています。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） そういった細かなところを長いスパンではなくて，細かく細かく

やらないと，2024年問題というのもございますし，運転手不足という，これドライバー全

体がそうなんですね。ですから，しかも高齢御の方が運転しているケースというのをいろ

いろなとこで見受けますので，ちょっとやったから，でもいつの間にか人が代わってしま

ったとか，その社によって事情も違いますから，その辺まで細心の注意を払っていかない

と，繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しやっても聞いたふりしていてやらない人もいらっ

しゃいますし，先日，中村課長にも御報告しましたけれども，地域の方からお話があった

ことで，某ところの何か運転が雑だと，恐らく子供が言ったんでしょう，恐らく。 

 そういったこともございましたので，ぜひより細かな，より丁寧な，そういったところ

を，御要望といいますか，そういう思いでおります。これは保護者並びに地域の皆さんの

思いでございますので，みんなで子供たちを守らなくてはいけないと。不審者対策もそう

です。広く子供たちを守っていくというのは大人の役目ですからということで，私の一般

質問のほうを終わらせていただきたいと思います。 

○議長（大越勇一君） 本谷 孝議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩します。再開を11時15分とします。 

午前１１時０１分休憩 

                                         

午前１１時１５分開議 

○議長（大越勇一君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ６番通告，８番井原正光議員。 

〔８番井原正光君登壇〕 
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○８番（井原正光君） 皆さんこんにちは。ここ数日，寒暖の差が激しく，町民の皆様方

には体調管理を十分にするようお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは一般質問を始めます。 

 まず，災害対策についてお伺いをいたします。 

 石川県能登半島地震，実はこれは2020年12月頃から群発地震が続いていて，2024年，今

年１月１日16時10分に能登半島地下16キロで発生した直下型地震で，マグニチュード7.6，

震源の深さ16キロ，亡くなった方241名，災害関連死15名，不明11名と，多くの人の未来

を奪ってしまいました。心よりお見舞いを申し上げます。 

 また，先月26日以降，千葉県東方沖やその周辺で今月３日午後６時までに31回と，地震

活動が続いております。政府の地震調査会は，震度５弱程度の強い揺れを伴う地震が起き

る可能性があると注意を呼びかけております。千葉県東方沖地震は，1987年12月17日，マ

グニチュード6.7の地震で，震源の深さ58キロ，死者２名，負傷者144名，住宅全壊16棟と

いう被害が発生しております。 

 また，南海トラフ地震が発生してから70年以上経過しており，切迫性が高まっておりま

す。南海トラフ地震は，静岡県の駿河沖から宮崎県の日向灘にかけてのプレート境界を震

源域として，おおむね100年から150年間隔で繰り返して発生してきております。我が国で

発生する最大級の災害として，その被害は甚大で，かつ被害地域が広大であります。マグ

ニチュード８，９クラスの地震と言われております。今後30年以内に発生する確率は70％

から80％と発表されています。マグニチュードとは地震のエネルギーを示す単位で，この

マグニチュード１増えると，エネルギーは32倍になるというふうに言われておりまして，

２増えると32の32ですから1,000倍になるというふうに言われております。 

 このような災害は，私たちが住んでいるこの利根町，この地域を含み，いつ起こっても

おかしくない災害であります。今の防災体制で町民の生命財産が保護されるのか，どうな

のか。いろいろな種類の災害がありますが，初めに豪雨災害からお聞きしたいと思います。 

 町のこれまでの豪雨災害の対応を見ますと，2023年９月７日，台風13号接近に伴う警戒

態勢が敷かれております。同日，災害対策本部を設置し，自主避難所として文化センター，

これは一般避難所であります。また，福祉避難所として保健センターを開設し，食料等を

持参し，安全を確認して避難してくださいというふうに呼びかけております。翌日，警戒

レベル４に達し，避難指示命令が出され，土砂災害警戒区域の方全員避難していただくと

いうふうに放送され，羽根野，早尾，大平，押戸，立木，布川地区の山添の地区全てにこ

の避難指示が出されております。ということは，全て利根町は低湿地帯でありますから，

これ以外の地域においても水害のおそれがあるということで，全域に出されたと同じであ

ります。翌９日に解散されましたので，非常に短時間だったために，一部道路冠水被害が

出た。また，住宅への出入りに支障が出たという程度で，被害は最小限で済んだかと思い

ます。 
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 このときの状況を踏まえて，その反省を踏まえてですね，町として，この豪雨時の対応，

この最大限のことを考えて，当時，対策を講じたと思っておりますけれども，反省を含め

てどうだったのか，その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（大越勇一君） 井原正光議員の質問に対する答弁を求めます。 

 佐々木町長。 

〔町長佐々木喜章君登壇〕 

○町長（佐々木喜章君） それでは，井原議員の御質問にお答えをいたします。 

 利根町地域防災計画は，防災対策を実施するにあたり，町，県，防災関係機関，公共的

団体，事業者及び町民が，その有する全機能を発揮して，災害予防，災害応急対策及び災

害復旧対策に至る一連の防災活動の適切な実施により，町民の生命，身体及び財産を災害

から保護するための事項を定め，防災の万全を期すことを目的としております。 

 また，基本方針は五つございまして，まず一つ目は，阪神・淡路大震災，東日本大震災

の教訓を踏まえ，震度６弱以上の大規模地震も想定した防災対策の確立を図る。二つ目は，

地震による被害を最小限とするため，利根町の災害特性を踏まえ，災害の予防，発災時の

応急対策及び復旧対策を含む総合的な計画とする。三つ目は，風水害，大規模事故などに

よる被害を最小限とするため，利根町の災害特性を十分踏まえ，災害の予防，発災時の応

急対策及び復旧対策を含む総合的な計画とする。四つ目は，各対策項目に対し，責任担当

課，必要な措置を明示する。最後の五つ目は，自らの身の安全は自らが守るという観点か

ら，町民・事業所の役割も明示するとともに，自助・共助・公助の考え方を踏まえ，町民，

町内各団体，事業所，ボランティア，行政の相互の協力方法を示すと定めており，今まで

の災害対応につきましても，この方針に基づいた対応を行っております。 

 まず，豪雨災害につきましては，主に台風や線状降水帯に対する土砂災害や冠水への対

策になりますが，気象情報などを取得し，大雨になる前に迅速な避難発令を行っておりま

す。実際に，昨年６月，９月の大雨の対応といたしまして，土砂災害を警戒し，防災行政

無線，エリアメール，町公式ホームページ，行政アプリ，町情報メールで，迅速に避難発

令を行いました。 

 次に，洪水についてでございますが，発災前の対応が重要となってきます。町の水害で

最も大きな被害が想定されるのは，利根川によるものですが，水害を予想する際は，国土

交通省の河川管理者と早い段階から情報共有を行い，適切な対応が取れるよう，災害対策

本部で協議し，町民の皆様が余裕を持った避難行動ができるよう，迅速な情報発信に努め

てまいります。 

 次に，地震災害についてでございますが，地震はいつ起こるか予測ができませんので，

災害予防の考えが特に重要となり，家具やブロック塀などの転倒防止対策や，おおむね３

日分に相当する量の食料及び飲料水などの備蓄，地震災害を想定した地区への防災訓練へ

の参加など，自助・共助を推進していくことが減災につながると考えております。 



- 127 - 

 

 最後に，地域防災計画は，その見直しの方向性を，災害対策基本法の改正やこれまで発

生した災害での教訓を生かして見直しを行っていくこととしております。その中でも，議

員の御指摘の住民の生命・財産を保護するためには，災害による被害を最小限にとどめる，

いわゆる減災対策として，自助・共助・公助の役割分担が重要になってくると認識してお

ります。 

 その自助・共助の役割でございますが，まず町民の方々一人一人が危機意識をしっかり

と持っていただき，日頃から各種災害に対する認識を深めるとともに，災害への備えを行

うことが必要だと考えます。そして，災害発生時には，自分の身は自分で守るという自助，

地域住民や隣近所の方々がお互いに助け合うという共助の意識と行動が必要になってくる

と考えております。公助に関しましては，今年度より防災アドバイザーによる職員の防災

意識改革に取り組んでいるところでございます。大規模災害において，全職員が防災要員

という意識を持ち，災害対応に取り組むよう研修などを行っているところでございます。 

 また，自助・共助の認識を深めるため，平時における住民への防災教育・啓発を行うほ

か，自主防災組織の育成・支援を行っていくよう努めなければならないと考えております。

自主防災組織の育成・支援について，防災訓練，マイ・タイムライン作成講座，出前講座

の実施をしており，そのほかにも防災士と自主防災組織との連携，自主防災組織活動支援

補助金の整備などの災害予防活動を行い，安全で人にやさしいまちを目指し，今後も防災

意識や地域力の向上に取り組み，防災対応力の強化を図ってまいります。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） 今，町長のほうから豪雨災害，洪水，地震災害と全てのことにつ

いて，町の基本計画にのっとった内容についてお話がございました。これをまとめて全部

聞くのは分かりにくいので，地震等，洪水等についてはまた後で聞きますので，私は豪雨

災害について，まず何点かお聞きしたいと思います。 

 先ほども申し上げましたように，利根町で起きた９月７日の台風13号の件なんですけれ

ども，私はこの問題点，課題というのは，この避難所が低いところに位置しているという

ことなんですよ。こういう点を反省点として何かないかと，そういうのをやはり担当者か

ら聞きたかったんです。ここのこのことが，やっぱり一番問題だと思うんですね。 

 線状降雨帯どうのこうのと今，町長言いましたが，線状降雨帯，ただ気象庁の発表から

それを見ればそれでいいというものではない。線状降雨帯というのは必ず変わるんです，

あれ。西から東ばかりではなくて，いろいろな方向から変わるんです，あれは。だから，

常に，それはもう気象庁でもそれは分からないと言っているんですから，あと10年ぐらい

たたないと分からないと，そういうふうに発表しているので。ただ，だからテレビ等をよ

く見て，その動きを見てくださいというふうに言っているんですね。 

 戻りますけれども，この前は短期間で，線状降水帯というか，大雨が過ぎ去ったからい

いのですけれども，これがもう少しの雨が降っていたら，長時間に雨降っていたら，全て
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水没して２次災害が起きますよ，今のこの避難所では。ですから，今の避難所で水没する

ということは，２次災害が発生。それは避難所ではなくて，遭難場所になってしまう。私

はそのように思います。 

 ですから，大雨発令等が，情報等が発令されたときは，まず高台に逃げると，これが一

番だと思うんです。ですから，私はまず高台が一番いいと。しかも今，売り渡そうとして

いる旧布川小学校の跡地，あれが私は最適地だというふうに思っております。町は住民の

命が守れる最良の地を今，タイケン学園ウェルネス大学に売り渡そうとしているんですね。 

 ですから，この売り渡すことを優先して，町民の生命・財産を守ることを後回しにして

いる。住民を危険にさらそうとしているというふうに，私は思っております。首長である

町長であるなら，まず私は，町民の命を守ること。この命を守ることを最優先に考えるべ

きではないでしょうか。 

 また，町内には要配慮者施設16か所ありますけれども，多くが水害の危機にさらされる

ところに位置している。学校や保育園，児童クラブなどなどですね。この施設で学び，笑

い，元気に育っている子供たち，この未来ある子供たちの命を守り抜く。その先頭に立つ

のが町長，あなたなんですよ。 

 ですから，あなたの考えが非常に左右されるので，ぜひ村民の命を守る，子供たちの命

を守るという意味で，この高台の確保と，この高台に避難所の建設と，そういうのをやっ

ぱりお考えいただきたいというふうに思うので，町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） 布川小学校の件は，避難所提携は結んでおります，ウェルネス

と。この間出たビラですが，強い字で書いてありますが，筆替え未定の土地がありまして，

あのフェンスより中，校舎の底地だけですから。こっち側，布川神社寄り，今，町民の方

たちがグラウンドゴルフやったり，いろいろなことをやっている場所は，今までどおり使

う。そして，あそこには避難所的なマンホールトイレを何個も作りますし，資材を入れる。

避難するときにみんなが使うような，かまどベンチですか，裏返すとかまどになるような

ものも，この３月の一般会計予算が通れば，作る予定です。着々といろいろな地域に避難

所を，高台で公園の中に造ろうかとか，いろいろ話合いはしているところです。 

 皆さん，あそこ薄く校舎の文字が，絵が薄くなっていて，ビラが出たやつはね，写真で

撮ったやつ，航空写真で。あれ濃い部分は，井原氏が書いてあるところだけれども，あの

筆替え未定の土地が一部入っておりまして，あの場所は，だから売れなくなっています。

だから，フェンスより中，校地の，倉庫用地だっけ，建物のついたところだけを売ること

になっていますから，勘違いしないでください。それで，ウェルネス大学とはもう，そう

いう災害があったときには，避難所としてという提携を結んでおります。 

 以上です。 

○議長（大越勇一君） 議場で傍聴されている方に申し上げます。静粛にお願いいたしま
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す。 

 井原議員。 

○８番（井原正光君） 敷地の件はまた後で議案が出ておりますので，そのときにお聞き

したいと思いますので，今のところ町では大雨によっての被害，道路の冠水，あるいは農

作物の被害等が主なものでありますけれども，洪水災害で，今度は洪水ですね，洪水。洪

水災害。 

 これは皆さん方も御承知のように，2015年関東・東北豪雨で鬼怒川の決壊がございまし

た。まだまだ記憶に新しいところであります。このときも記録的な大雨が降って，最大24

時間で560ミリという数字が出ております。このときは，常総市に記念碑や何か建ちまし

たけれども，常総市を中心に下館，結城，筑西，桜川，八千代に及んで，土砂の撤去，あ

るいは排水路の復旧がされて，これは翌年度ですよ，翌年度の５月２日に完了している。

丸１年かかっちゃったんですね，この災害。 

 ですから，このときは，多くの者の生命または身体に被害を受け，また被害を受ける恐

れがある。継続して救助が必要だということで，県は災害救助法の適用を決断しておるん

ですね。この決定を受けて，今度は，あの切れたところからは，もう利根川が堤防に邪魔

されて，要するに上流からずーっと下流へ下流へと流れてくるものですから，この災害の

適用が，今度は，当時，水が入らなかった守谷市，坂東市，つくば市，境町にも適用され

た。そして，浸水面積が4,000ヘクタール，このときは関東全域で死者が328名ということ

で報告されております。このように，洪水災害というのは非常に長引き，人の生活に累を

及ぼすことが大きいということでございます。 

 町での災害は，知っている方はあまりいなくなってしまったのですけれども，1981年，

昭和56年８月24日午前２時頃，台風15号によって利根川本流が逆流して，旧藤代町高須地

先で小貝川の堤防が決壊して，龍ケ崎市，この利根町の広範囲で大きな被害をもたらした

ことは御存じかと思います。この被害から43年を迎えて，皆さんそれぞれ若返って忘れら

れようとしておりますけれども，このときの教訓をやはり私は生かす必要があるというふ

うに思っております。 

 このときの被害，浸水戸数910戸，浸水面積1,600ヘクタール，道路への浸水被害，建物

や住居への浸水被害，また当時８月24日ということで稲刈りの前だったんですね。収穫の

前で水没したものですから，収穫ができなかったんです。ですから，その収穫が，収入が

皆無になってしまった。特に，文間地区の方々が大きな被害を受けたということでござい

ます。当時，私やっておりましたので，よく知っております。 

 ただ当時，資料が，私いろいろ書いてメールしたのですけれども，図面は東文間のあそ

こにあるようなのですが，当時３日ぐらい私いて，眠くなってしまって交代したときに，

いろいろ食料の問題とか，自衛隊の派遣とか，あるいはＮＨＫ，あるいは赤十字へのいろ

いろやったその指示したのがちょっとなくなってしまっているようなので，見つけている
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のですけれども，図面だけは何かあそこにあったようなので，それは安心しているのです

が，そういうことも含めて，やはり教訓を生かす必要があるというふうに思っております。

今ですよ，今。当時は，この洪水というのは，はっきり言って，小さかったんですね。小

さかったというのはおかしいけれども，急に水も流れてこないし，ゆったりした流れでも

っての被害がある。 

 この洪水を，このような洪水，もっと大きい洪水なんですけれども，今，この洪水が起

きたら，町の対策というのはどういうふうになっているのだろう。それをちょっとお聞き

したいんです。 

○議長（大越勇一君） 亀谷防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（亀谷英一君） 大規模な洪水に関しましては，利根町は利根川や小

貝川に挟まれているところですので，その辺の水位を，大雨が降っているときとか，また

台風が接近したとき，そういったときに，利根川の水位を注視しているところでございま

す。国土交通省の河川管理部局と情報を共有しまして，利根町の押付観測所の水位が，ど

のぐらいの位置，時間に，避難しなければいけない水位に達するのかというのを我々はず

っと注視させていただいております。その注視しているのが，栗橋の水位観測所のデータ

を基に，利根町の押付水位観測所がどのぐらいの水位に上がってくるのかというのを注視

しているところですが，大体，栗橋からこちらの押付水位観測所までの水位の上がり具合

が，６時間から８時間ぐらいかかって水位が上がってくるという形になります。 

 そういった面で，避難発令をしなければいけない水位になるまでは余裕的な時間がござ

いますので，そのときには避難発令を早めにできるように，高台へ逃げていただく。利根

町には高台の避難所については，利根中学校，またウェルネス大学第１，第２キャンパス

のこの３か所が高台になります。まず，高齢者避難を出したときには，そういったところ

に逃げていただくというのがまず一番ですが，避難指示まで行ったときには，牛久市へ広

域避難という形を取っていただくということを，日頃から各区長を通じて周知していると

ころでございます。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） 私は，問題は，要するにこういう洪水が起きたときには災害救助

法が適用になるかならないか，これが一番問題だと思うんですよ。町の財政上においても。

また，みんなの住民の，要するに避難所，あるいは応急仮設，食料，飲料水，生活必需品

と医療品，全てについてこの救助法が適用されないと，全て町の負担になってしまう。 

 そこで，その問題は，いかに対策本部がその災害の，町内の災害の内容を把握するかと

いうことだと思うんですよ。それを今，どういうふうにやっているか。この災害救助法を

見ますと，住宅に被害が出ているか，あるいは住民の生命や身体に危険を生じているか，

住民は避難を余儀なくされているか，救助がすぐに必要であるかどうかということを判断

しなければいけない。それの判断によって起こした行動についての費用が，この災害救助
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法が支給をされるのでありますから，少し時間がたってもたもたしていると，これは適用

されないんです。そういうことで，いかに把握するか，その方法。今の体制ではどのよう

になっているか，ちょっとお話ください。 

○議長（大越勇一君） 亀谷防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（亀谷英一君） そういった災害があったときには，まず災害対策本

部を立ち上げなければいけないと思っていますので，各職員に職員メールを通じて参集を

呼びかけます。水害のときにはいきなりではないので，前もって大雨の情報とか，その前

からの段階がありますので，水害に関してはある程度，町としても準備はできるのかなと，

そういった体制が取れるのかなとは考えております。 

 起きた後ですけれども，土木対策班や現場を見る班で，まず利根町の状況がどうなって

いるかというのを，災害対策本部で把握する必要がございますので，そういった情報を基

に，被害状況の報告をなるべく早く行っていきたいと思っております。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） よく話，耳にするのは，役場は避難所ではない。災害対策本部が

設けられているからとかという話聞くけれども，これは駄目ですよね。もう，住民が一番

避難して長くいられる場所というのは，中学校とこの役場ぐらいしかないじゃないですか。

ですから，この役場もやっぱり開放して，そういう施設に充てるべきだと。 

 それから，さっき言ったように，災害の情報をいち早く知る。これが一番問題なんです，

利根町全域がとにかく水浸しですから。文間の台地，羽根野台地と布川台地しかないんで

すから。それで人間は，時間があれば，それは牛久かどこかへ行くでしょうけれども，私

はあっちのほうへ行くよりは，やはり文間，文，あるいはこの布川の台地にみんな逃げま

すよ，上がってきますよ。水が増えて，堤防に這い上がる虫けらではないけれども，いざ

となったらみんな高台に，これは這い上がっても逃げますから，牛久のほうへは行きませ

んよ。時間があれば，またこれは別ですけれどもね。ですから，そういう緊急性を持って，

計画は計画でいいんですよ。それがただ計画で終わらせないで，実際はどうなんだろう。

そういう面はありとあらゆるその細い点を，担当者といいますか，皆さん一丸となって協

議すべきだと，それぞれの分野が，担当があるでしょうから，それを検討すべきだという

ふうに思います。 

 時間がないのでとんとんとん飛びますけれども，まだまだ聞きたいことはいっぱいある

のですけれども，災害については，今度，地震災害への対応についてお伺いいたします。 

 今もって，能登半島地震の復旧，これはまだ道半ばでございますよね。毎日のように，

テレビで報道をされております。まだ，片づけなんかも全然されていない。そういうこと

で，多くの人が苦しんでおります。 

 いろいろな法律によって，生命・財産が保護されていることは分かっております。国民

の生命・財産を守る法律，国民保護法，あるいはまた憲法，それからまた災害基本法，そ
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れに基づくいろいろな防災計画，これは当然，計画としてつくっていることは，私も承知

しております。議員の図書室にも大きいものがあります。でも，あれを一々見て，我々頭

に入れるわけにいきませんので，実際にこういうふうな災害が起きた，そのときの教訓を，

やはり生かす，身につけるということが，一番生命を守る，それの一番の早道だというふ

うに思っております。 

 そこでちょっと気がついたのですけれども，ここ数日，大分寒いです。今日も寒いんで

すよ。ここも一時的に，石油ですか，これは。石油で暖房して暖を取っていますけれども，

これが災害時にですよ，災害時に，特に福祉避難所等，避難をしたときに，暖冷房どうし

ますか，今このような状況で。我々は，健康だからいいんですよ。これは，健康でない人，

高齢者や何かそういう方は，死んじゃいますよ，関連死しちゃいますよ。これについては

どのように考えているかというか，今，設備が整っていますか。それをちょっとお聞かせ

ください。 

○議長（大越勇一君） 亀谷防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（亀谷英一君） 今年度から文化センター，また利根中学校，また利

根小学校の体育館ですけれども，停電が起きたとき用に非常用電源で今入っているエアコ

ンを動かせるような装置というか，切替え装置をつけさせていただいたときに，レンタル

会社と提携を結んだのですけれども，発電機を持って来ていただければ，それに切り替え

て空調がつくような仕組みを，今年度，工事したところです。また，あとストーブ等も残

っておりますので，そちらを，それ以外の避難所については持っていきたいと考えており

ます。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） 町長ね，町長でも担当者でもいいですけれども，日本のですよ，

今，日本は巨大な地震，あるいは数々の国家的な危機に直面しているこの中でですよ，災

害時も含めて，強靱化政策というのが取られていますよね，国でね。これなんですよ。こ

れを基に整備すればいいんですよ，町も。知っていますか。 

 知らなければ私，言いますけれども，要するに災害時の強靱性，レジリエンスというの

だそうですけれども，私，横文字はあまり分かりませんけれども，この向上に資するため

の天然ガス利用設備導入支援事業費補助金というのがあるんですよ。これは，利根町で計

画していた指定避難所，要するに危険性がなくなるまでそこに滞在できる，そういう施設

であれば，これを設置することができるんですね。これ，よく覚えておいてくださいよ。 

 国においても，このレジリエンスをオールジャパンで身につける危機管理の中心的国家

プロジェクト，これが国家強靱化というふうに説明しておりますので，当然これは自治体

ではこういうものを取り入れて，惨めったらしい話じゃないですか，今，近代，庁舎が今，

修理しているから暖房が効かない。おかしいじゃないですか。ぼんぼんぼんぼん，職員だ

って何か今，湯たんぽか何か抱えて事務とっているようなんですけれども，非常に惨めだ
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よね。もう70年も80年前の震災時の，当時，我々小さいときも湯たんぽを抱えて行った。

そういう今状態，ただ上は当時と違って，シベリアなんか着て，きれいなもの着ているか

らあれだけれども。当時は，筒っぽのはんてんぐらいで私どもは歩いてた，あったのです

けれども，そうではなくて，そういうのを国でもそういうふうに言っているのですから，

ですから，この日本の危機突破としての，日本に安寧と成長をもたらせる，こういう強靱

化政策というのですが，これをちょっと言葉を変えれば，こういう危機を突破して，それ

までの皆さんに安寧と安心をもたらせる，そういう設備というふうに言葉を言い換えれば

いいのかなというふうに思うのですが，この災害時以降の停電でも，電力と空調，防災負

荷以外の照明以外の電気機器全てに使用できるんですよ。これ，どうですか。設置しよう

と思いませんか。ちょっとその辺お聞きします。 

○議長（大越勇一君） 亀谷防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（亀谷英一君） そういった面は今後，検討していきたいと考えてお

ります。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） 今，第５次募集中だというふうに思います。今年９月６日あたり

かな，何かちょっとその辺私も詳しくは見なかったのでありますけれども，そういうこと

でこういうのを優先的に指定避難所には取り入れて，２次災害が起きないように，関連死

が起きないように，ぜひとも設置していただきたいというふうに私は思います。 

 さて，そこで，もう１点。災害の発生というのは，昼夜を問いませんからね。そこで，

地震でも洪水でも何でも起きたときに，職員が集まるのかどうなのか。町長はすぐ隣です

からすぐ来るでしょうけれども，町長１人ではどうにもならないでしょう。大きな災害時

に，一体何人集まりますか。それから，利根町に住所を置いてる職員と，町外にいる職員

というのは何人いますか。ちょっとその辺教えてください。 

○議長（大越勇一君） 亀谷防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（亀谷英一君） 職員が，すみません，全員がどこに住んでるかとい

うのは把握しておりませんが，今年度の初めに職員を対象に防災意識調査をしておりまし

て，そういった大きな災害時に自宅から役場に参集どのぐらいでできるのかというアンケ

ート調査をいたしました。30分以内に参集できる職員が21％，１時間以内に参集できる職

員が25％，２時間以内に参集できる職員が26％で，この２時間以内に参集できるのが全体

の72％でございます。 

 以上です。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） 今からこの対応を考えといてくださいよ。昨日，質問者からも，

いろいろ消防団についての話が出ておりましたね。消防団員が少ない，成り手がいないと

いうことで，こういうその状態のときにどうするかという問題があるのですけれども，消
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防団員の任命について，任命，非常時の。火災でも，身近な問題としては火災でもいいわ，

火災が発生した。消防団員が２名しかいない。ところが，近所からはお父さんやお母さん

ら来ていた。手伝ってもらえればいいなと思ったときに，どういうふうにしますか。ちょ

っと実践的なことをお聞きします。 

○議長（大越勇一君） 亀谷防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（亀谷英一君） すみません。その想定の話は，ちょっとお答えでき

ません。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） では，私が知る限りで言いましょう。 

 消防団長というのは，町長が任命しますね。消防団員というものは団長が任命するんで

しょ。団長が，消防団員を任命するんですよ。だから，近くにいる人が，これをこの人は

手伝えるなと思えば，任命すればいいんですよ。そうすれば，消防団員になるんですよ。

そういうことを，ちゃんと団長に話してありますか。知らないと，これとんでもないです

よ。けがでもされたら困るんですから。もう基本的なことをちゃんと知っていて行動して

もらわないと，災害時にはとんでもないことが起こる。そういうことをちゃんと，私から

覚えとけというのもおかしいのですけれども，ちゃんと実施してくださいよ。そんな分か

り切っている話なんですから，ぜひお願いします。 

 そういうことでもって，やるのか，やらないのか，では，その辺，町長。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） その件に関しても，経験したこともあります，以前に。早尾台

に大火事がありましたね。あのときに，消防団減らしちゃったんですよ。それで間に合わ

なくて，あれだけ燃えてしまったということがありました。私，あの頃，議員だったと思

うのですが，その頃の首長ちょっと忘れてしまいましたけれどもね，そんなことも事件も

ありました。 

 ですから，そういう面は聞いています。でも，任命して手伝わせること，任命は順序が

あるのでしょうけれども，やれることも知っています。 

 ただ，今の現状，消防団員なかなか集まらない。なかなか団地のほうの人は，入ってく

れない。田舎の人も年齢が行っちゃって，なかなか思うようにいかない。それでは頭を悩

ましているところですが，これからいろいろな話をしながら，消防団の方々とも話をしな

がら，どうやったら人が集まるのだろうとか話し合っていって，団に入っていただこうと

考えております。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） 今，消防団の件についてはそれでいいのですけれども，もっと建

設業界との連携，これは耳によく聞くのですけれども，災害時に医療関係，医療政策なん

かもみんな，何か診療所もいざとなると水没するような位置なんだよね。そうしますと，
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体の弱い人，医療関係にかかっている人，これをどういうふうに守ろうか。 

 例えば，役場なら役場に避難されてきても，薬があるのか，お医者さんが確保できるの

か。自分の場所を一生懸命守ろうとしてね，その辺の体制，連携というのはどういうふう

に取れているのか。今の計画でもいいのですけれども，今話ししている中で思いついたこ

とがあれば，また計画を変更してやればいいのだけれども，ちょっとお考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） ですから，さっきも述べましたとおり，自助・共助，自分の身

は自分で守る。共助，隣近所は隣近所の人たちが助け合う。 

 そして今，講師を入れて，役場の職員にいろいろなことを，勉強会とかいろいろ開いて

やっているところでございます。 

○議長（大越勇一君） 井原議員。 

○８番（井原正光君） 自助・共助のお話しをするとだんだん長くなるのであれなんです

けれども，要するに上位法に基づく，法律を言ってもしようがないのですけれども，その

中での住民の責任もありますし，また町の責務というのもこれもちゃんと規定されている

ので，その辺は自助・共助というよりも，もっと住民はこういうことをしなさいよ，町は

こういうことをしますからということで，それを上乗せしたほうが私いいと思うんです。

自助・共助何だか，何やるんだよって。実際の細かいことをやっぱり指示しないと，住民

というのは分からない。そういうことで，ひとつお願いしたいと思います。 

 それではまだまだあるのですけれども，最後に災害というのは，さっき言ったように，

いつ起きるか分からないので，それぞれの家庭にいて災害に遭った場合には誰も助けに来

てくれない。真っ暗であるかも分からない。そういう中で，この災害に強いまちづくり，

住民参加を基にした第一義とするまちづくりの考え方ね，これをどのように考えるか。こ

れが問題だと思うんですよ。 

 もう再三，学校の敷地から，昨日の一般質問から，いろいろ行政は，町民に対していろ

いろな情報を流しているんだよ。だから，議員も一緒になって，その情報について，住民

に理解を求めるようにしてくださいよ。こういうふうに話，それは十分に分かるんです。

私も，それ十分やっていますよ。やっていますけれども，今の政務調査の月5,000円では

とてもじゃない，足らないですよ，はっきり言って。大体，年間10万円先はかかるんです。

最大限は20万円から30万円ぐらいかかったときもある，これは。そういうことで，やはり

行政も，議員をそれだけ働かせようと思ったら，やはり政務調査費や何かを，そっちのほ

うも考えておいてくださいよ。でないと，やはり行動が，私取れない。 

 ただ私は，たかが議会レポートなんですけれども，なるだけ議会のことを住民に分かっ

ていただこうということでやっています。自分の考えを，なるだけ一般質問の中でも自分

の考えを述べるように，なるだけ批判しないよということでやっているつもりなんです。
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ですから，そういうことを含めてやっていますので，皆さんそれぞれやっていると思うの

で，その辺もちょっとお考えをおいてください。それで，今の話が飛んでしまってあれな

んですけれども，それはそこで終わりにしまして，次，行きましょう。 

 まちづくり，これもまた大きな問題でね，私にとっては。世の中が今，大変急変してい

る中で，町長はこの利根町の未来，この利根町をどのように考えているのかなというふう

に，私，思うんですよ。 

 ここにもちょっと書いておきましたけれども，大きな事業が矢継ぎ早に出ているんです

ね。それは，臨機応変と言えばそれまでなんですけれども，私から言わせれば，行き当た

りばったりのように感じる。行政のトップとしては，まず住民の意見を最大限に尊重する

ということが正しい政策決定となるというのは，これは町長も理解しているんですね。再

三，口から出ていますから。 

 私どものこういった大きな事業，これ住民との間にあって，発表された事業について，

日々住民との意見を聞きながら汗流していることを理解してください。ですから，この大

型事業に関する件は，やっぱり財政負担もあることなので，やっぱり総合計画の中で前も

ってその発表しています，数字に現わしていると。いついつの議会でどういうふうに言っ

たのではなくて，さっきの23年のどうのこうの，私も後で調べてみますけれども，とにか

く住民本位であってほしいなというふうに思います。それで，町長，就任時に五つの柱と

いうのかな。 

○議長（大越勇一君） 井原議員に申し上げます。マスクを外して発言していただけます

か。聞き取りにくいらしいんです，マスクで。マスク。 

○８番（井原正光君） 聞こえない。ごめんなさい。 

○議長（大越勇一君） マスクを外してください。 

○８番（井原正光君） あまり喉よくないもので。 

○議長（大越勇一君） マスクを外してください。 

○８番（井原正光君） 就任時に，五つの柱ということでいろいろ述べてあると思うんで

すね。それで最後に，町民が主役の町ということで，いろいろ熱っぽく語っている。これ

はもうよく御存じですね。この中で，町民が主役だと，町民の皆さんが町のことを詳しく

知り，多くの方がまちづくりに参加できるように，積極的に情報を発信します。このよう

に，そして町民の皆様の声にしっかりと耳を傾け，その声を町政に反映させる対話型行政

の推進に取り組む。このように述べております。すばらしいです。 

 さっき言ったように，この大型事業が次々と発表される。果たしてこれが，住民との対

話をした成果なのか，どうなのか。さっきから問題になっているのは，まちづくり基本条

例や何かでもって，その条例を推進するための委員会をつくるところの作成，今後やって

いますよね，条例を推進するための意見。私は，これは間違いだと思う。条例を推進する

ために，なぜその委員会をつくるのか，よく私は理解できない。事業をやるに当たっては，
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住民に情報を発信するのであれば，自ら出向いていって対話型行政をすべきなんです。別

に第三者の委員会の言葉を借りて，私，やる必要ねえなとこういうふうに思うんですけれ

ども，町長いかがですか。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） 先月の２月16日に，令和６年度の利根町予算（案）については，

内示会において，お示しをさせていただきました。令和６年度の事業の中で，特に大きな

予算を要する学校跡地利活用事業におきましては，第５次利根町総合振興計画において，

町有地の有効活用，健康増進施設整備の検討及び特色ある学校教育の推進に位置づけられ

ている事業を推進するために実施するものであり，小学校統合前の令和３年７月に利根町

学校跡地利活用検討委員会を設置し，廃校となる二つの小学校の利活用について検討して

おります。これは，東文間小学校の例がありますので，ああいうふうにならないために先

手を打った，町民のためにもということですね。住民アンケートや小学生アンケートを実

施し，また区長会総会におきましても御意見をいただければと説明をし，そのほか３回の

住民説明会，パブリックコメントを経て，利根町学校跡地利活用方針（案）及び利根町学

校跡地利活用計画書（案）を決定しております。また，今年度に２校の用途変更に伴う設

計業務を委託しましたので，昨年12月16日土曜日に文化センターにおいて，各フロアの改

修案をお示しし，進捗状況報告会を実施いたしました。 

 井原議員おっしゃるとおり，統合により廃校となる２校の活用については，町民からの

意見をいただくために，令和３年度より取り組んでおります。今後も，令和５年４月より

実施いたしました，利根町みんなのまち基本条例を制定してございますので，町政に町民

の方が参加しやすい環境づくり，協働によるまちづくりに取り組んでまいります。 

 それと，みんなのまち基本条例，これも私の１期目の公約でありまして，これをつくり

上げたというのは，議員御存じのとおりだと思います。みんなが参加しやすいように，そ

の中で，みんなのまち基本条例第15条において，参加の機会について規定をしております。

まちづくりにおいては，多くの町民がまちづくりに関わり，参加することが重要と考えて

おりますので，町民がまちづくりに参加するための多様な機会を提供し，町民の参加の推

進に努めております。審議会や委員会への公募委員やパブリックコメントが主な参加の機

会となりますが，そのほかアンケート調査や出前講座，町長への手紙なども参加の機会と

して該当するものと考えています。審議会や委員会への公募委員につきましては，利根町

附属機関等の委員の公募及び選考に関する基準により，公募委員の人数割合や兼職できる

委員会等の数，公募方法の基準を定め，実施してございます。 

 また，パブリックコメントにつきましては，利根町パブリックコメント実施要綱により，

町の全体または個別分野における基本的な施策に関する計画，指針等のほか，町の基本的

な施策に関する方針等を定める条例の制定や改廃，広く町民の公共の用に供される施設の

整備に係る基本的な計画の策定などに関しては，パブリックコメントを実施するよう定め
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ております。 

 町民との協働によるまちづくりというのも言っていましたけれども，私が描く将来像と

いうのは，政治目標に掲げております「築こうあなたと未来の利根町」の実現に向け，取

り組んでおります。先ほども申しましたが，１期目の公約に掲げた自治基本条例の推進に

つきましては，利根町みんなのまち基本条例を令和５年４月１日に施行し，町政の情報を

分かりやすく速やかに提供し，これまで以上に対話型行政に取り組んでまいりました。 

 それと，「町民が主役のまち・利根町」これも言っていましたけれども，これはこの５

本の柱を実現するために，小学校統合や学校跡地の活用，庁舎の大規模改造工事など防災

に強いまちづくり，公共交通計画，栄橋渋滞緩和策としての若草大橋無料化など，町に抱

える諸問題をスピード感を持って取り組んでいくということで，挙げております。皆さん

と協力しながら，この五つの柱，自分の描くものでございますので，これからも実行して

まいりたいと考えております。 

○議長（大越勇一君） 井原正光議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩します。再開を13時30分とします。 

午後零時１６分休憩 

                                         

午後１時３０分開議 

○議長（大越勇一君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ７番通告，３番佐藤眞一議員。 

〔３番佐藤眞一君登壇〕 

○３番（佐藤眞一君） ７番通告，３番の佐藤眞一でございます。 

 まず最初に，今年１月１日に起こった能登大地震によりお亡くなりになられた方々に，

心より哀悼の意を表します。また，復興には程遠く，救助の支援の手を待っておられる能

登地方の皆様，そして避難所で不安な日々を送られている方々に対し，私は非常に心が痛

んでおります。まだ復興には程遠いわけでありますけれども，被災地の一刻も早い復興を

心よりお祈りしております。 

 さて，私が利根町議会議員に選出されて，もうすぐ約１年になろうとしています。その

間，選挙で公約として掲げた議会改革，言論の府としての議会における徹底的な討論，議

員目線から町民目線へ，そして町民の皆様の声を議会に届けるよう尽力してまいりました。

例えば，利根町の公共交通の改善，独り暮らしの高齢者に対する緊急通報システム，小学

校跡地利活用計画，移動スーパーなどの問題に取り組んでまいりました。 

 中でも利根町の方々にとって最も大切な問題である公共交通機関の改善については，令

和５年６月の第２回定例会，９月の第３回定例会，そして今回の令和６年第１回定例会で

取り上げております。公共交通機関の問題については，私が議員になる前のかなり昔から

各議員の皆様が取り組んでこられましたけれども，遅々として一向に改善が進んでおりま
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せん。 

 私には町民の方々の悲痛な叫びが伝わってまいります。免許証を返上したが，医者や買

物に行くのに代わりの交通機関がない。印西市，取手市，龍ケ崎市に行く交通の便がなく，

福祉バス福ちゃん号やふれ愛タクシーはあるが便数が少なく，不便で利用しにくい。料金

は取ってもよいが，もっとバスの台数，便数を増やしてほしいなどです。私は，そのよう

な町民の声に町が応えているのか，大いに疑問に思っています。 

 新聞を見ると，毎日のように公共交通機関の問題が報じられています。例えば，隣の龍

ケ崎市では昨年11月よりオンデマンド交通，これはタクシーなんですけれども，龍ケ崎の

ルート，布川交通に委託しておりますけれども，その実証実験を終え，営業運転に入る予

定であるとか，高崎市，五霞町では既にオンデマンドバスの運行を開始し，町民の利用者

が大幅に伸びている。また，境町ではレベル４の自動運転を開始，常陸太田市でもつくば

市でも自動運転バスの実証実験が行われ，常総市でもＡＩ小型乗り物マイクロモビリティ

ーの実証実験開始など，各地で相次いで交通機関の充実が図られています。また，タクシ

ーやバスの運転士不足を解消するため，普通免許でも乗客を乗せられるライドシェアも検

討され始めています。 

 それに比べ，公共交通インフラの劣っている利根町では，他市町村以上に取り組むべき

だと私は考えるのですが，いまだ計画段階で，実施を早くても令和７年以降となり，町民

の方は不自由を強いられています。私は，遅々として進まない利根町の公共交通機関の改

善が進んでいないことに，かなりいら立ちを感じております。町が真剣に，この待ったな

しの切実な問題に，真剣に取り組もうとしていない。やる気のなさを感じるのは私だけで

しょうか。一刻も早い計画の作成と実行を切に望みます。 

 第２に，旧布川小学校跡地を財産処分する件に関して，町民の貴重な財産を，住民に説

明することもなく，また議会での十分な議論をすることもなく，簡単に売却が進められて

いることに私は大いに疑問を感じております。この件は，後ほど個別に質問したいと存じ

ます。 

 第３に，利根町における人口減少率が非常に大きいこと，人口減少を踏まえた町の将来

ビジョンが全く見えないということです。利根町は，一体どこへ向かおうとしているのか。

今，一番何をしないといけないのか。早急にその対策に取り組む必要があると，私は考え

ます。このまま何もしなければ，利根町は第２の夕張になりかねません。消滅してしまい

ます。しかしながら，町にはその危機感も感じられません。私たちは，子供や孫や子孫に

何を伝えられるのでしょうか。また，責任を持てるのでしょうか。具体的には，後ほど一

般質問でお伺いいたします。 

 第４に，災害対策についてです。今日も五十嵐議員，それから井原議員からも述べられ

ましたし，先日も峯山議員がその問題を指摘しておりますけれども，言うまでもなく，能

登半島の大地震に見られるように，防災対策が町民の命と安全を守るために大切なことは
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言うまでもありません。最近は，千葉東方沖で地震が多発しています。能登半島地震は対

岸の火事ではありません。明日は我が身です。 

 また，利根町は利根川と小貝川に挟まれ，洪水の危険にもさらされています。昨年夏は，

線状降水帯により新利根川があふれ，冠水しました。ある町民の方が，私に対して，利根

町は災害対策に真剣に取り組んでほしいと切実に訴えてまいりました。町としては万全の

体制で，あらゆる災害に対し，真剣に取り組んでいただきたいと存じます。 

 本日は寒い中，多くの傍聴者の皆様方が見えられ，町政に対する関心が非常に強いとい

うことを議員として強く感じております。また，本日，お仕事や御用事で傍聴できず，ユ

ーチューブで議会を傍聴されている皆様に，厚く御礼申し上げます。 

 そこで最初に，公共交通についての質問をいたします。 

 公共交通計画の基本的な考え方についてお伺いします。 

 まず，佐々木町長にお伺いいたします。最初に申し上げましたように，私は，利根町の

最大の問題は交通問題だと，強く認識しています。町長は，その点についてはどうお考え

ですか。町民は一日も早い公共交通の改善を切望しておりますが，町長の交通問題につい

て，何が何でもやり抜くという決意についてお伺いいたします。 

○議長（大越勇一君） 佐藤眞一議員の質問に対する答弁を求めます。 

 佐々木町長。 

〔町長佐々木喜章君登壇〕 

○町長（佐々木喜章君） それでは，佐藤議員の御質問にお答えをいたします。 

 今回の御質問については，昨年９月の定例会で佐藤議員から，12月の定例会で五十嵐議

員からの一般質問をいただきまして答弁いたしましたが，公共交通計画につきましては，

今年度と令和６年度の２か年で計画を策定しております。具体的な内容につきましては，

昨年実施いたしました町民アンケート調査や，２月に実施いたしました事業者ヒアリング

などの結果を基に，基本方針や目標，ＡＩオンデマンドバス，ライドシェアも含めた取り

組むべき施策を整理し，学識経験者，町の交通事業者，住民等で組織した地域公共交通活

性化協議会の中で検討してまいります。 

 また，進捗状況につきましては，各種アンケート調査等が終了し，取りまとめを行って

いるところで，３月14日に第４回の地域公共交通活性化協議会を開催し，各種アンケート

調査等の調査結果を報告させていただく予定でございます。令和６年度の工程につきまし

ては，地域公共交通計画を立案し，地域公共交通活性化協議会の中で審議していただき，

その後，住民説明会，パブリックコメントを実施する予定となっております。 

 私が思うには，一つずつ段取りを取っていかなくては，聞いていない，聞いていないと

言いますけれども，我々はいっぱい説明しています。そこに住民が，情報を取りにこない。

また，議員の先生方も，説明を執行部から聞いていると思います。全協とか，説明会開い

ていますから。それで，その情報を正しく伝えていないというのが現状だと私は思ってお
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ります。正しく聞いて，正しく伝えてほしいと。そんな自分の考えで，ぽんぽんぽんとい

う具合に地域公共交通がうまく進むはずがありません。長い段取りを，いろいろな段取り

を踏まえながら，町の皆さんの大切な税金ですから大切に使いたいと，そういうふうに考

えています。 

 私は１期目のときに自分の報酬を半額カットして福祉バスを購入して，１台増やしてい

ます。ですから，そのぐらいの，公共交通には自分の報酬を入れて１台増やして，今の体

制で動けるように，なるときには１台しかなかったんですよ，福祉バス。今，２台で内回

り，外回りがあって動くようになったと，これは一歩進んだのかなと，そういうふうに考

えているところです。 

 ですから，議員の皆さん方もどんどん議論，議論，議論といいますけれども，こういう

場で議論して，そして納得いかないときは委員会の中でもっと議論して，町のいろいろな

方，一部の方だけではなくて，全体に話を通して進めていかないと，途中で民間の事業者

とかそういうところに，では我々はどうするんだ，生きていけないじゃないか，そういう

ふうになると困るので，細かく議論をしながら一歩一歩進めているところです。 

 以上です。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） 確かに今，町長のおっしゃるように，福祉バス，それからふれ愛

タクシーも徐々には進んでいると思います。 

 そこでもう一度，町長に御質問します。昨年６月の第２回議会定例会で，私は福祉バス

の乗り入れについての質問をいたしました。それに対して，町長は，取手市長，我孫子市

長には了解をもらっている。しかし，大利根交通が撤退するというので，それ以上は言え

なかったとおっしゃいました。私は，それでも町民の立場に立って，大利根交通を説得し

ていただきたかったです。方法はいろいろあるはずです。赤字というのなら補助金を出す

とか，取手市のように業務委託を行うなど，いろいろ方法はあると私は考えます。 

 民間のバス会社では運転士不足が深刻で，茨城交通も関東鉄道も減便をせざるを得ない

状況です。大利根交通も例外ではないと思います。それに代わるものとして，ライドシェ

アなどを全国に先駆けて，いち早く実施したらいいと思います。自動運転も取り入れるべ

きです。 

 次に，現在，利根町は，福祉バス，福祉センター，それからふれ愛タクシーは政策企画

課，買物や高齢者社会福祉協議会と管轄が分かれております。これは大変効率が悪く，町

民にとっても大変不便です。他市町村のように，取手市は都市計画課，龍ケ崎市も都市計

画課，牛久市は地方公共交通会議で行っています。利根町も窓口を一本化できるように，

組織の改革を含めた検討の必要があると私は考えますが，町長はどうお考えでしょうか。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） その答弁のときに，本当に取手市長とも話して，我孫子市長の
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星野市長とも話をいたしました。停留所も我孫子市のサークルの中に造ってもいいよと，

前ですね，駅の。そこまで話は進んでいました。取手市長とも，あそこの松陽高校のとこ

ろまではいいのではないかという話をなっていたのですが，公共交通会議でいろいろ話し

て説得して，今があるんですよ，佐藤議員。それだけ時間がかかるんです，一つのことに

は。でも，始めないと進まないんですよ。言ったからすぐできる，諦めないでやってくれ

と佐藤議員は言いますけれども，まだやっているんですよ，今。 

 ですから，今度の公共交通会議，そのときも，担当課の職員が行ってまた話をするんで

す。だから，羽根野便は増えたじゃないですか，もえぎ野に行く便。あれも１年，確かに

遅れました。あれ，１年早かったんですよ。どんどん，どんどん何回も話し合って，ただ

し藝大に先に取られちゃったんですよね。藝大のほうがお客さんいっぱいいますから，民

間としては，１回あそこをぐるっと回って取手に行くと，もうかりますからね。 

 ただ，こっちは，人が利用してくれないというのがあるんですよ。公共交通がしっかり

していないからどうのこうのとよく議員は言いますけれども，私が調べた結果で，布佐駅

では，そんなに布佐に行くんですね，毎日毎日行くんですねと，何あれですかと，あれば

便利ですからと言うんですよ，みんなに聞くと。そりゃ，あれば便利です，安心にも感じ

ます。でも，企業というのは利益が伴わなかったら，仕事はやってくれないんですよ，た

だの仕事をそうやってやりますか，佐藤議員は。 

 町民のために我々はそこまで努力して，やってもらえるように，大利根交通を説得しな

がらやっています。今現在，進み具合としては，大利根交通，朝は走ってくれています。

その空いた時間，我々の福祉バスも行けるような感じで話を進めているところです。 

 そんなに，今日言ったから，議論したから，あしたできるって，佐藤議員１年目ですか

らなかなか分からないと思いますけれども，そんな簡単ではないです，民間の人と話をし

て進めていくの，いろいろな問題が出てきますから。それで生活している従業員の方もい

らっしゃるわけですから，そこをいきなりどういう方法を使って，佐藤議員なら，では反

問権使って聞きますけれども，反問権いいですか。 

○議長（大越勇一君） 反問を許します。 

○町長（佐々木喜章君） 佐藤議員にお伺いします。では，どういう方法を使って，そう

いう協議会をやらないで入っていきますか。お尋ねします。 

 どういう方法を使って，福祉バスでも，デマンドタクシーは行けますからね，ワンコイ

ンとかお金払えば。ただ，福祉バスとかそういう公共交通を，どういうふうにして佐藤議

員だったらやりますか。それ答えてください。思いでいいですよ。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） その件に関しましては，後ほど個別に詳しい質問をしようと思っ

ていますので。（「それについて我々答弁している」と呼ぶ者あり）公共交通会議とかで

一生懸命やっておられることは認めます，それは。認めますけれども，（「そうやって言
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っていないじゃないですか」と呼ぶ者あり）え。（「全然先に進まないみたいな話をして

いたじゃないですか」と呼ぶ者あり）いや，だから，それが遅いと言っているだけであっ

て，やっていないとは言ってません。（「だから，どうやったら早くなるの。言ってくだ

さい。そのとおりやりますから」と呼ぶ者あり） 

○議長（大越勇一君） 反問に対して答えを言ってください。 

○３番（佐藤眞一君） どうやってやるかということは，公共交通会議の中でとか，これ

から計画を立てる段階で，例えば住民アンケートをやるだとかそういう，それからワーク

ショップですか，そういうものをやっていると思うんですけれども，そういう形で着実に

住民の声を上げていくことは必要だと思います。私は。（発言する者あり）はい。やって

いないというわけではないので，そういうことをやっておられるということは認めます。

（「どうやったら早く。遅いと言われるんだから，どうやったら早くなるの」と呼ぶ者あ

り）いや，どうやったら早くというのは，以前にも私，御質問しましたけれども，後ほど

の私の質問の中でもこれから突っ込んでお話ししますけれども，（発言する者あり）いえ。

いえ。いえ。いえ。ちょっと聞いてくださいよ。２年かけて計画を立ててやるのは遅いの

で，１年前倒しはできませんかという話をしましたですよね，私。それに対しては，もう

できないの一点張りで，一日でも早くやってほしいという私の気持ちなんですよね，それ

は。それを伝えているわけなんですよ。だから，１年かからなくても，半年でやりましょ

うとか，そういう決意を聞いてるわけなんですよね。それを早くやってほしいということ

なんですよ。（発言する者あり）反問権になっていないですか，それ。これから話します

よ，質問の中で具体的に，どういうことなのか。（「これからでなく今の話です」と呼ぶ

者あり）だから今も申し上げましたように，そういう形でやっておられるわけですから，

そういうことをやはり町民の声を（「思いますでいいんですよ」と呼ぶ者あり）思います。

では，思います。 

○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） それではお答えします。 

 地域公共交通計画につきましては，他市町村と違いまして，公共交通網計画というもの

もなくて，今は何もない状況で，公共交通の福ちゃん号だったり，ふれ愛タクシーのほう

を運行している状況です。 

 佐藤議員がおっしゃるように，これが担当課がいろいろ所管課が分かれておりまして，

これをどうにか一つにするためにも公共交通計画を策定しまして，利根町で長期にわたっ

てどこの路線が必要なのか。例えば，民間バスがここの路線が必要だということであれば，

そこに公共交通の計画に位置づけることで，逆に補助金の支払いのほうも可能になってき

ます。他市町村はそういうような形で既に公共交通計画等を策定しておりまして，その見

直し等も行っているところです。 

 ただ，利根町のほうにつきましては，その計画がないという状況で，まずは入札をして
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業者を決めて，そこから住民アンケートを取って，ワークショップや地区懇談会等々を重

ねて，その後，ある程度の交通網の計画ができれば，住民説明会をやって，パブリックコ

メントを得て計画を策定するという，そういう流れになりますので，これを１年，半年で

やれというのはさすがに何もない状況からこれを取りまとめるのは非常に厳しいというこ

とで，前に御質問いただいたときにも，２年をかけて策定させていただきたいということ

で答弁をさせていただいております。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） それでは，確かに町としてもいろいろ努力されていることは認め

ます，私は。ただ，それではまだ足りないのではないかということで，私は申し上げてお

ります。 

 特に他市町村と比べまして，例えば取手市，龍ケ崎市そういうところに比べても，交通

機関といえば大利根交通だけですよね。ということで，利根町はほかの市町村に比べても，

交通インフラという意味において非常に劣っているということなので，より以上そちらに

力をかけてやっていただきたいというのが，私の考えなんですよね。ですから，予算とか

にも，先ほどの町長の御答弁の中で，五つの大きな基本計画あるということでありました

けれども，私としての考えとしては，公共交通計画がやっぱり一番の最優先課題というふ

うに私としては感じているので，その点をお訴えしたわけなんですね。 

 あとは個別に，具体的に質問させていただきます。 

 それでは，公共交通計画を令和５年度，令和６年度で策定するというお話でしたけれど

も，令和６年度の基本的な考え方ですね。ＡＩオンデマンドバスとか，自動運転とか，ラ

イドシェアとかそういうものも含めて，及び今の計画の進捗状況と工程表についてお伺い

いたします。（発言する者あり）いえ，令和６年度。令和６年度ですよ。（「令和６年度」

と呼ぶ者あり）今度の予算ですよ。 

○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） 予算のほうにつきましては，コンサルティングの委託業

務のほうを，もう既に新規で取っていますので，令和６年度の工程につきましては，先ほ

ど申し上げましたとおり，公共交通計画の案の立案をしまして，活性化協議会の中でまず

審議をしていただいて，そこで案が取りまとまった後，住民説明会，パブリックコメント

を実施していく予定でございます。 

 ライドシェアにつきましては，今，茨城県のほうの地域交通政策推進協議会，こちらの

ほうに参加をさせていただきまして，そこの中のワーキングチームというものに参加させ

ていただきまして，利根町を含め６市町入っていまして，そのほかに茨城県のタクシー・

ハイヤー協会，あと国土交通省，あと茨城県の交通政策課，こちらのほうが入りまして，

地域の交通の課題と解決に向けたワーキングチームということで，主にそのライドシェア，

自家用有償運送ですね，この件につきまして今，２回ほど勉強会のほうをしているところ
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です。また４月に入ってからもやるということで，ぜひこちらのほうも利根町として参加

させていただいて，公共交通計画の中に入れられるものがあれば，ぜひ取り入れたいとい

うふうに考えております。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） 今，布袋課長の御答弁にありました，ライドシェアも検討してお

られるということですけれども，今日の茨城新聞にライドシェアの記事が大きく載ってお

りまして，これ賛否両論というか，タクシー業界は反対しているということで，まだこれ

からの検討段階になると思うんですけれども，常陸太田市の国安町ではもう既に実行され

ております。そういう記事が出ております。ここで長くお話しするとちょっと何なので要

約だけしますと，高齢者の足として，常陸太田市の国安町の歯科医院前で外出支援サービ

スのワゴン車が到着し，運転士の男性が高齢男性を助手席に乗せ，自宅に向かって出発し

たと。道路運送法上は，同市高倉地区の有志高倉地域づくりの会が運行主体となる「公共

交通空白地有償運送」，高齢者を支援するため同会が2017年に始めたということで，講習

を受けた地元住民６人が一種免許で運転。開始から６年半の間，無事故，無違反を続けて

いると，週１回の運行で運賃は１回片道300円，多いときは１日８件の予約が入ると，こ

ういう情報も入ってきましたので，参考にしていただきたいと思います。 

 それでは次に，９月の議会定例会で私が質問しました福祉バス，ふれ愛タクシーの路線

図，時刻表はいつできるのかについてお伺いいたします。 

○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） すみません。昨年９月で佐藤議員から一般質問をいただ

きました福祉バス，ふれ愛タクシーのほうの路線図，時刻表につきましては，今，大利根

交通バスの路線図，福ちゃん号の路線図・時刻表，ふれ愛タクシーの時刻表を掲載した

「使って便利 乗って安心 保存版！利根町公共交通ガイドマップ」，こちらのほうの見

直しを今，行っているところです。一部変更がございましたので，今，路線図や時刻表，

その辺も含めまして，各課のほうに確認作業をしていただいているところです。こちらを

今年度中にホームページに掲載し，また印刷したものを，町の公共施設，またできればふ

れ愛タクシーや福ちゃん号のほうにも置かせていただきまして，周知を図りたいと思って

おります。またそのときに，乗換え等も考慮しまして，近隣の路線バス，コミュニティバ

スの時刻表等を，近隣市町の了解を得て，併せて設置できればと考えております。 

○議長（大越勇一君） 勝村保健福祉センター所長。 

○保健福祉センター所長 （勝村 健君） 先ほど政策企画課長からの答弁にもありまし

たように，令和２年度に「保存版！利根町公共交通ガイドマップ」を作成し，配布した経

緯がございます。 

 御質問にあります，路線図・時刻表の見直しについてでございますが，政策企画課と打

合せをしながら，前回と同じようなガイドマップの作成を今年度中に行う予定であります。 
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○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） その件については，９月の定例会でも一応御回答いただいており

まして，その実施時期を確認したということと，それから今の路線図がふれ愛タクシーと

福ちゃん号で別々になっていて見にくいということなので，一日も早く作成していただき

たいと思います。 

 それに関連というか，ふれあいタクシーの件なんですけれども，直接この質問とは関係

ないかもしれませんけれども，隣の龍ケ崎市で昨年11月からオンデマンドタクシーの実証

実験を行っております。それ，布川交通が行っているわけですね。利根町のふれ愛タクシ

ーも布川交通に委託しておりますので，この実証実験でノウハウなどを持っている布川交

通との話合いにより，オンデマンドタクシー化も可能だと考えますが，すぐにではなくて

もいいのですけれども，その点についてのお考えいかがでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） その辺に関しましては，同じ布川交通のほうで龍ケ崎市

のほうも実施しております。中では一応，同じアプリであれば，やはり利根町民も龍ケ崎

市民も使いやすいということもございますので，その辺はいろいろ情報を共有しながら，

公共交通会議のほうにまた御提案して，検討していっていただきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） それでは次の御質問いたします。 

 アンケートを町民3,000人に対して実施するということで，もうされたということなん

ですけれども，その件，調査結果についてちょっとお伺いいたします。 

○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） それでは初めに，町民アンケート調査の概要について申

し上げます。 

 満16歳以上の町民のうち，無作為抽出した3,000人を対象にアンケート調査を実施して

おります。調査期間を令和５年12月６日から12月22日としまして，返信封筒による郵送ま

たはウェブ回答により実施をしてございます。回収数は1,203件で，回収率40.1％となっ

てございます。 

 集計結果につきましては，先ほどの答弁にもありましたとおり，現在取りまとめを行っ

ているところでございます。３月14日の第４回地域公共交通活性化協議会において，各種

アンケート調査等の調査結果を報告させていただく予定でございますので，協議会開催後，

できるだけ早い時期に，町公式ホームページ等のほうで公表のほうをしていきたいと考え

ております。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） ３月14日に取りまとめの御報告をされるということですけれども，
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もしお答えできるならばなんですけれども，具体的にどのような意見が出たのかについて

は，まだあれですか，お話しできる段階ではないですか。 

○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） 今，委託業者のほうで取りまとめを行っていただきまし

て，地域公共交通会議のほうに提出するものですから，細かいところまで今チェックして

いただいているところです。その辺の概要につきましてもまだ当町のほうに届いていない

状況でございますので，今，お答えすることはちょっと難しいということですみません，

御了承願います。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） それでは次の質問に参ります。 

 ワークショップを実施されたということなんですけれども，その実施結果についてちょ

っとお伺いいたします。 

○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） こちらにつきましても，まず初めに，ワークショップの

概要について御説明申し上げます。 

 参加者の年齢制限等の縛りはございませんが，町内４か所で開催するため，お住まいの

地区の会場で参加していただくことを要件といたしました。令和５年12月９日土曜日に布

川地区は布川コミュニティセンターで，文地区は文化センターで，翌10日日曜日に文間地

区は旧文間小学校で，東文間地区は生涯学習センターで参加者を募集しましたが，当初，

事前の参加が少なくて，初日いろいろ地区，布川，文地区とかという方もコミュニティセ

ンターのほうに集まっていただきまして，当日参加の方につきましては，各地区で行った

という形になりました。文地区につきましては，文化センターで行ったわけなのですが，

当日の参加者はゼロということでございました。 

 ３地区の合計でございますが，布川地区で12名，文間地区で４名，東文間地区で２名の

計18名の方に参加をしていただきまして，いろいろお困りのことを話していただきまして，

意見交換のほうをさせていただいております。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） ワークショップのことについては了解いたしました。 

 ある町民の方がそのワークショップに参加されて，こういうことを言っていたんですね。

何かいろいろな意見交換とかするのかと思っていたけれども，コンサルタントの説明ばか

りで，町民との話合いというのはあまり行われなくて，ただ意見を分類して終わっちゃっ

たと。 

 コンサルタントの人がライドシェアという言葉も知らなかったと，ライドシェアって何

ですかとも聞かれたというふうに聞いたんですね。そんなコンサルタント会社に任せても

いいものでしょうか。私は非常に不安に思います。 
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○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） 今，お願いをしている公共交通のほうの計画を委託して

いる業者，龍ケ崎市のほうでも実際，計画のほうに携わっている業者でございます。その

ほかにも各地区のほうでいろいろな実績があるということで，こちらのほうを選定してご

ざいます。 

 ライドシェアにつきましては，今もなかなか，いろいろ道路運送法の78条の２と78条の

３，78条の３というのがライドシェアになるのですけれども，自家用運送のほうがライド

シェアではなく78条の２ということで，ここがごっちゃになるような制度になっていまし

て，なかなかそういう部分で，先ほど佐藤議員がおっしゃられたように，タクシー事業者

のほうも反対したりとかという部分が出ているところです。 

 今，国のほうでパブリックコメントを実施しているものの，施行のほうは４月１日とい

うような形で行っているみたいなので，なかなかこの辺が，私どもも含めて茨城県のほう

で勉強会をさせていただいているところでもなかなか踏み込めないという部分があるので，

その辺につきましては，また収集しながら，またその事業者のほうの委託業者のほうにも

お願いをして情報収集して，計画のほうに議題として上げられるようにお願いをしたいと

思います。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） 今，布袋課長がおっしゃられましたように，ライドシェアは検討

の段階に入ったということなんですけれども，将来的にはやはり運転士不足などを解消す

る方法では有効と思いますので，これからの利根町の公共交通計画の中に反映させていた

だきたいなというふうに思います。 

 先日，茨城県町村議会の研修会ということで水戸のほうに行ってまいりまして，進んで

いると言われる五霞町の議長と，それから境町の議長とお話をさせていただきました。そ

の中で，境町の議長はおっしゃっていたのは，問合せが非常に多いと，新聞に出ているの

でということで。もう仕事にならないよというふうに言われたと聞いたのですけれども，

それほど，利根町も先進的なこういうことを先んじてやっていますよということをＰＲす

れば，利根町の宣伝にもなりますしね。やはり，いち早くほかの町が取り組む前に取り組

んでほしいなというのは，私の願いです。 

 それでは次にです，最後に公共交通問題について，最後の御質問になりますけれども，

以前にも利用状況をお伺いしましたけれども，福祉バス，ふれ愛タクシー，在宅福祉サー

ビスの現在の利用状況ですね。前年と比較してといいますか，増えているのか減っている

のか，その辺のところをちょっとお伺いいたします。 

○議長（大越勇一君） 勝村保健福祉センター所長。 

○保健福祉センター所長 （勝村 健君） それでは初めに，福祉バスの利用状況につい

てお答えいたします。 
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 令和５年との対比ということでありますので，４月から１月までの10か月間の人数で，

令和５年度と令和４年度の比較をさせていただきます。現在，福祉バスは，町内を一周す

る外回りコースが１台，文地区と布川地区を巡回する内回りコースが１台，合わせて２台

の車両で運行しております。 

 御質問にあります利用状況でございますが，令和５年度につきましては，４月から１月

までの10か月間で，外回りが2,340人，内回りが3,882人，合計すると6,222人の利用があ

りました。これに対しまして，令和４年度につきましては，４月から１月までの10か月間

で，外回りが2,310人，内回りが3,566人，合計すると5,876人の利用がありました。前年

度と比較をしますと346人，5.9％増加している状況でございます。 

 直近の１月，１か月だけでの比較をいたしますと，令和６年１月の利用者は，外回りが

246人，内回りが387人，合わせて633人となります。これに対しまして，令和５年１月の

利用者は，外回りが188人，内回りが245人，合わせて433人となりますので，前年度と比

較をしますと200人，46.2％の増加ということになります。 

○議長（大越勇一君） 布袋政策企画課長。 

○政策企画課長（布袋哲朗君） ふれあいタクシーのほうの利用状況について御説明いた

します。福祉バスと同様に，令和５年４月から１月までの対比でお答えをさせていただき

ます。 

 令和５年４月から令和６年１月までの利用者数は7,320人，令和４年４月から令和５年

１月までの利用者数は6,497人でございますので，前年度比12.7％の増となってございま

す。 

 直近１月の利用者数の実績をお答えいたしますと，令和６年１月の利用者数は681人，

令和５年１月の利用者数は577人でございますので，前年度比18％の増となってございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（大越勇一君） 服部福祉課長。 

○福祉課長（服部 豊君） 利根町社会福祉協議会に委託しております在宅福祉サービス

センター運営事業の愛称「まごころサービス」の一つとして実施しております送迎サービ

スの利用状況ですが，令和５年４月から令和６年１月の利用実績が632回，令和４年４月

から令和５年１月の利用実績が586回でございますので，前年度比7.8ポイントの増となっ

ております。 

 直近の１月の利用実績を申し上げますと，令和６年１月の利用実績は63回，令和５年１

月の利用実績は51回でございますので，前年度比23.5ポイントの増となっております。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） どうもありがとうございました。利用者が増えているということ

で，これはいいことではないかと思います。でもまだまだちょっと不便でということで，
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もうちょっと回数とか増えれば，増える可能性もあるのですけれども，利用者が増えてい

るということはいいことだと思います。では，公共交通問題についての質問はこれで終わ

らせていただきます。 

 次に，旧布川小学校跡地売却について。これについては，午前中に本谷議員からも井原

議員のほうからもお話がございましたので，私のほうからは次のことだけちょっとお聞き

したいと思います。ちょっとお待ちください，すみません。 

 要点は二つだけなんですけれども，午前中の御答弁にもありましたけれども，一応，住

民には説明したということなんですけれども，私も当時，議員でもありませんでしたし，

知らなかったというのが事実なんです。そして，ほかの町民の方に聞きましても，知って

いるという方はほとんどいませんでした。売却の問題について，それが実態です。 

 それと，やはり防災上の観点からして，井原議員も指摘されたように，旧利根中，それ

から布川小学校跡というのは非常に高台にあって便利な場所なので，私はなぜ売らなくて

はいけないのか，賃貸でできないのかという疑問はいまだに持っています。ということで，

その点についてちょっとお伺いいたします。 

○議長（大越勇一君） 蜂谷財政課長。 

○財政課長（蜂谷忠義君） まず，防災というか，避難所の件について申し上げさせてい

ただきます。 

 こちらのウェルネス大学と町では校舎，体育館について，避難所の協定を定めておりま

して，そういう災害が起きたときは，早急に避難所として活用させていただけるようにな

ってございます。 

 また，なぜ売るしかないかということなのですが，こちらにつきましては，平成23年に

タイケン学園が町で大学運営を行うに当たって，タイケン学園側の財務状況により，旧利

根中学校，旧布川小学校の校舎や屋内運動場の建物については購入，土地については学校

法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準（平成19年文部科学省告示第

41号）の第１の１，校地並びに施設及び設備についての（２）において，「校地は申請時

において申請者の自己所有であり，かつ負担つきでないこと」となっておりましたが，こ

の条項のただし書における「開設時以降20年以上にわたり使用できる保証のある借用であ

る校地であって，地方公共団体の所有する土地で，申請時までに貸付けについての議会の

議決等がなされているもの」となっていることから，購入ではなく賃貸借となっておりま

す。 

 それで先ほども言いましたが，令和２年８月にタイケン学園より旧利根中学校跡地，旧

利根中第２グラウンド，旧布川小学校跡地の払下げの申請が出され，令和３年６月から８

月に町で不動産鑑定を実施しております。 

 今回の売却する予定の旧布川小学校跡地につきましては，タイケン学園より土地購入の

ための資金の確保ができたことから，令和５年４月に建物の底地部の払下げの申請があり，
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タイケン学園に土地の測量をしていただき，売却地を確定し，議会説明会で説明後，仮契

約を締結し，今定例会に財産処分の議案を上程しております。 

 タイケン学園による土地の取得は，タイケン学園が，先ほど言いました，学校法人の寄

附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準における校地は，申請時において申請

者の自己所有であり，かつ負担つきでないことに合致させること及び利根町において長期

にわたり継続的，安定的な大学運営を行っていくため，土地を自己所有とし，しっかりと

した資産基盤を確立するため行うとのことでございます。 

 町としましても，学校開校後の公開講座や健康教室，部活動支援等の連携事業の運営，

学生の転入による人口が増え，地域経済の活性化につながっていること及びこれまでの誘

致経緯や安定的な大学運営を考慮すると，そういうことで売却をすることが必要であると

判断し，今回，上程しているものでございます。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） この件に関しましては，明日の第18号議案でもまた質疑，賛否議

論をされると思いますので，その席で述べさせていただきます。 

 では次に，３番目の御質問として，利根町の人口減少対策について伺います。 

 茨城県の人口は，国立社会保障・人口問題研究所が昨年12月公表した将来推計によると，

2050年に224万5,065人となり，2020年に比べて62万人，率にして21％減少する，これは県

ですね。それに対して，利根町は県内減少率で第５位，何と47.7％減少と極めて深刻な状

況です。 

 町の人口減少に対する抜本的な対策をどのようにお考えか，佐々木町長にお伺いいたし

ます。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） 人口減少につきましては，当町や県のみならず国全体の問題で

あると認識しております。全国の市区町村別の将来推計では，2050年の総人口が2020年の

半数未満となる市区町村は約20％に達し，当町はさらに，先ほど佐藤議員もおっしゃいま

したが，減少率が高い47.7％で，2020年の人口より7,117人少ない8,023人と推計されてお

ります。65歳以上の人口については4,540人と，約43.4％の方が65歳以上と推計されてお

ります。 

 国におきましても，人口減少がこのまま進展しますと，経済成長への影響や社会保障費

の増大等による働き手１人当たりの負担の増加などが懸念されることから，平成26年にま

ち・ひと・しごと創生法を制定し，同年にまち・ひと・しごと創生総合戦略が策定されま

した。 

 地方公共団体においても，地方版総合戦略の策定が努力義務とされたことから，平成28

年に利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略を，令和２年に第２期利根町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定し，子育て支援，教育環境，若者の移住・定住，空き家対策など
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の人口減少対策に，現在も継続して取り組んでおります。この第２期利根町まち・ひと・

しごと創生総合戦略は，令和６年度に計画期間が満了することから，引き続き地方創生の

推進や戦略的な取組を行うため，第３期利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略を総合振

興計画後期基本計画に包含した一体的な計画として，今年度及び令和６年度の２年間で策

定いたします。 

 令和５年度につきましては，町の意見や要望等を把握するため，住民アンケートや住民

ワークショップ，中学生ワークショップを実施し，把握に努めているところでございます。

今後は，町で組織した総合振興計画審議会において，具体的な施策について審議してまい

りますが，人口減少対策となる施策となるよう努めてまいります。具体的な人口減少対策

といたしましては，昨年度に引き続き今年度も移住定住ＰＲ動画を活用したプロモーショ

ンを展開し，移住支援金，新築マイホーム取得助成金や奨学金返還支援補助金など，移住

と定住の促進を図っております。また，妊娠・出産祝い品事業や18歳以下の医療費助成等，

子育て支援策の充実にも取り組んでいるところでございます。令和５年度からは，婚姻に

伴う住宅取得費用や，住宅賃借費用等を補助する結婚新生活支援事業補助金を新設し，若

い世代の定住促進につなげる取組を実施しております。そのほか，地域公共交通計画の策

定や若草大橋の無料化にも取り組んでいるところです。 

 冒頭にも申し上げましたが，当町や県のみのみならず，国全体の問題であると認識して

おりますが，人口減少の幅を少しでも抑えられるよう，今後も全庁的に取り組んでまいり

ます。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） まち・ひと・しごと総合戦略で取り組んでおられるということな

んですけれども，茨城県も今，県の予算の編成が行われましたけれども，やはりこの人口

減に対して非常に危機感を持っておりまして，そのための予算編成の中に，外国人人材確

保やデジタル人材育成，輸出促進など，深刻化する人口減少への対策を重点に据え，変化

に備えた新しい茨城づくりを進めるとしております。主な政策として，大学や企業との連

携したインターンシップの実施，海外の教育機関と日本語講座の運営などを通して外国人

留学生の県内就職を促進するほか，外国人向け生活支援を促進しますというふうになって

おります。昨日の県議会の第１回定例会でも本会議で公明党の議員からその質問がありま

して，大井川知事がそのように回答しております。 

 それで，お隣の龍ケ崎市なんですけれども，私，実は県内で人口が増えているというと

ころは守谷市とか阿見町だけだと思ったんですね。しかし，お隣の龍ケ崎も増えているん

です。と申しますのは，広報龍ケ崎「りゅうほー」，これ一番新しい記事なんですけれど

も，出たばっかりの。過去４年で，2020年は転入者が2,636人で，転出者が2,893人で，差

引きマイナス257人ですから，減っているわけですよね。ところがその後，2021年は222人

の転入超過，2022年は81人の転入超過，2023年は107人の転入超過というふうに，龍ケ崎
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も毎年増え続けているんです。 

 それに対して，利根町は，2023年３月１日現在で，人口は１万4,970人で，対前年268人

の減。それから，2024年は１万4,725人で24人減と減り続けています。それに対して，外

国人は逆に，2023年は383人で106人増，それから2024年は626人で243人増と増え続けてい

ます。ですから，日本人の利根町居住者は減っていますけれども，外国人は増えています。 

 先ほど県の方針の中で，やっぱり外国人留学生の活用とか就職とかいうのを考えており

ますけれども，やはり利根町もこのような若い外国人の活用とか，場合によっては例えば

利根町役場で採用するとか，その辺のところをちょっと考えているかどうか。そのような

県の動きに対して，町はどのような施策を考えられているのか。先ほどもお伺いしました

けれども，また何かありましたらよろしくお願いいたします。 

○議長（大越勇一君） 佐々木町長。 

○町長（佐々木喜章君） 私が考えるに，今，ウェルネス大学，タイケン学園，やっぱり

この先，伸びてもらいたいです。日本人の方々が４年制大学に昼間通っていますし，寮な

んかも造っていただいて，利根町に住民票を移していただいて，国勢調査のときにいてい

ただけたら，300人も多くいていただいたら，交付税約１人当たり10万円ぐらい多くもら

えるわけですから，そのときにいっぱいいてにぎわしていただけるものと，部活動とかい

ろいろな面で協力しながら，これからやっていこうと。この伸びる企業の芽を，あと10年

後，問題は違うんですけれどもね，10年後ウェルネスが買えないよ，撤退したら，町でま

たやるしかない。そういうことも考えながら我々は動いていますので，今現在，布川台に

寮を造ったりいろいろやっていただいて，日本人の方がたくさん住んでいただけるという

のは非常に町にとってはうれしい。そんな中で，そういう方々，また外人の方々が住んで

いただけるということは，非常に経済効果があるのではないかな。 

 経済効果，経済効果と一概に言いますけれども，人が住むことによって，電気代，水道

代，食事１日2,000円ぐらい食べるのかな，それの積み重ねですから大きいですよ。そう

いうことを大切にしながら，いいまちをつくっていこうと，そういうふうに思っています。 

 先ほど議員もおっしゃるとおり，公共交通に関してももう我々は精いっぱい動いていま

すので，もっと早くやれとは私は職員に強くは言えないです，いろいろなものを抱えてい

ますから。そんな中でも一生懸命頑張っていただいているので，これから協力しながら，

いいまちをつくっていこうと考えています。 

○議長（大越勇一君） 佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） いろいろと，あれ，もう時間。違った。では，最後のちょっと質

問は。 

○議長（大越勇一君） 質問は終わりました。佐藤議員。 

○３番（佐藤眞一君） できなくなりましたので，時間がオーバーしましたので，すみま

せん，また次回ということでお願いいたします。 
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○議長（大越勇一君） 佐藤議員に申し上げます。一般質問の時間配分には十分考慮して

ください。 

 佐藤眞一議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩します。再開を14時40分にします。 

午後１時３０分休憩 

                                         

午後２時４０分開議 

○議長（大越勇一君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ８番通告，10番山﨑誠一郎議員。 

〔10番山﨑誠一郎君登壇〕 

○１０番（山﨑誠一郎君） 山﨑誠一郎でございます。 

 まず初めに，今定例会初日の代表質問でも申し上げましたが，元旦に発生しました能登

半島地震におきましてお亡くなりになりました皆様や家屋などが被災された皆様に，心か

らの哀悼の意を申し上げます。また，復興に対して従事されているボランティアを含む皆

様に心からの敬意と感謝を申し上げますとともに，避難されている皆様の一刻も早い収束

を願うものであります。 

 そして本日，傍聴及びライブ中継を御覧いただき，感謝申し上げます。 

 それでは質問に入ります。今定例会初日の代表質問で財政に関する質問をさせていただ

きましたので，今日，本日の一般質問は，生活に密着した質問をさせていただきます。そ

こで今回の私の質問は，通告にあります，交通安全等の標識及び看板等が有効に活用でき

る対策についての質問をいたします。 

 町内の交通安全及び防犯等の安心安全が有効に活用できるかについての質問でございま

す。この質問は，先月の２月９日，利根町安全協会利根町支部長や交通指導隊の皆様と一

緒に「通学路注意・最徐行」や「交通安全学童多し注意」の看板の設置を一緒に行いまし

た。今回新たに，この２月９日から３日ほどでやっていただいたのですが，25基の追加の

設置をやっていただきました。その際，白鷺の町と四季の丘との間の交差点で毎朝立哨さ

れている白鷺老人会の方と，安全協会利根町支部及び交通指導隊の両方の隊長をされてい

る池上隊長と一緒に設置をいたしました。 

 安全協会利根町支部及び交通指導隊の皆様は，10年ほど前からこの利根町の交通安全の

ために，町内の県道や町道沿いに交通安全の標識，看板，横断幕，それと懸垂幕等を設置

していただいております。学童注意や，この学童多し注意の看板，そして今回設置した，

通学路注意・最徐行などの黄色い看板であり，現在，利根町内に95基を設置していただい

ております。 

 利根町にはほかに，防災及び安全に町民が生活できるように，多くの皆様に御協力をい

ただいております。交通指導隊，安全協会利根町支部，ほかに防犯連絡協議会，そして消
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防団等の皆様が，利根町の安心安全のために活動していただいております。こういった努

力がありまして，利根町も2009年９月から2021年８月まで交通事故，死亡事故ゼロと，こ

れ茨城県の最長の記録ということを聞いておりますが，4,349日を記録したことだと思っ

ております。このような功績は，安全協会や交通指導隊の皆様など，日頃の御協力や御努

力のたまものと思っております。花火大会やお祭り，町のイベントの際は，いつも制服に

身をまとい，交通整理に努めていただいているところでございます。 

 そして，看板設置の際に，いろいろとお話を伺いました。せっかく看板等を設置したの

だけれども，雑草等によって標識が，看板が見えなくなるという意見をお聞きいたしまし

た。現在，安全協会は11名，交通指導隊は17名で活動しておりますが，高齢化及び猛暑に

より除草作業が大変難渋しているということでございました。せっかく看板を立てても，

雑草で見えなくてはなあと話されておられました。そういった中，利根町としても県道，

町道と業者に委託したり，役場職員が雑草を刈り取ってくれておられますが，何分，雑草

の伸びが早く，追いつかないときはこの安全協会の皆様が除草作業を行っているというこ

とを伺っております。 

 今後，除草作業の行政側の支援について伺いますが，その前に，この看板等は，昨年，

一昨年と1,000万円ずつ議会利根町に寄附をいただいた渡邉道雄様が会長をされている丸

利根アペックスが無償で利根町に寄附をされて，それを交通指導隊の皆さんが備え付けて

いるということでございます。お金の御寄附以外にも，約10年ほど前から利根町の交通安

全のために，この交通安全の標識や看板や横断幕を，この安全協会と交通指導隊の両方の

隊長をされている池上さんを通して，現在95基ほど町内の道路沿いに備え付けていただい

ているということであります。特に，子供の通学時の安心安全に力をいただいているとい

うところでございます。 

 そしてさらに，今年４月28日に昨年に引き続き行われる，東京大衆歌謡楽団による「懐

かしの昭和歌謡ショー」も，この丸利根アペックスの御好意と伺っております。町制施行

70周年記念事業と銘打ってのコンサートでありますが，この歌謡ショーのチラシ，このチ

ラシでございますが，しっかりここにもこの70周年記念事業の下に，利根町交通安全とい

うことを記載されてくれております。心から交通安全に対しての御協力に感謝するもので

あります。 

 それでは，先ほど言いました，この除草作業について，町の御協力，どのようなこれか

ら御協力をいただけるのか等につきまして，答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大越勇一君） 山﨑誠一郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 大越建設課長。 

〔建設課長大越正博君登壇〕 

○建設課長（大越正博君） 道路の除草についてお答えいたします。 

 道路の除草作業ですが，県道においては，茨城県が年一，二回，町道につきましては，
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町が業者に委託し主要な町道は年３回から４回，その他の町道につきましては，建設課職

員が随時行っております。来年度も，例年と同じように除草作業を行います。 

○議長（大越勇一君） 亀谷防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（亀谷英一君） 交通安全の標識，看板の下の除草についてでござい

ますが，先ほど建設課長のほうから答弁がありましたが，建設課のやる範囲以外でも必要

な箇所がございましたら，今までと同様，引き続き我々，防災危機管理課のほうで支援し

ていきたいと考えております。 

○議長（大越勇一君） 山﨑誠一郎議員。 

○１０番（山﨑誠一郎君） ありがとうございます。しっかり建設課も，防災危機管理課

もやっていただいてるということは，交通安全協会のほうとしても皆さん認識しておりま

す。ただ，何分草の伸びが速くて，追いつかないというときの相談をされたので，それは

建設課以外にも，防災危機管理課のほうでもいろいろ皆さん協力していただいているとこ

ろでございますので，やってくれると思いますよという，私のそのときの会話をしたので

すが，今，言ってもらったことを，ライブで見てくれているかもしれないし，伝わるかも

しれないし，議会だよりにも載るかもしれないので，皆さん多分心強く，また一生懸命，

利根町の交通安全のために協力をしていただけるものと思います。 

 この交通安全以外にもいろいろ，桜づつみや，地固めや，俳句やらといろいろなものが

ありますけれども，どうしてもやっぱり利根町，高齢になってきておりまして，体が言う

ことを聞かないという話をよく聞きます。そういった中で，皆さんお元気なんですけれど

も，その際は自分たちでやれることはやるつもりでいると皆さん言っております。どうし

てもというときには，行政のほうの助けを求めるようなことがありましたら，どうか行政

側の協力をお願いしたいと思います。 

 非常に，15分１本勝負だと思っていたのですが，これ以外にまたいろいろ質問して，６

月には長い質問をさせていただくつもりでいますが，本日の質問はこれで終わりにしたい

と思います。どうもありがとうございました。 

○議長（大越勇一君） 山﨑誠一郎議員の質問が終わりました。 

                                         

○議長（大越勇一君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 次回の本会議は，明日３月８日の午前10時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後２時５２分散会 


